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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽子線治療デバイスの通信を管理するための通信システムであって、
　較正および位置合わせされたビームを患者の処置中心に向けて誘導する処置ステーショ
ンと、
　該処置ステーションの動作を監視および制御するために使用される１つまたは複数のホ
ストアプリケーションを実行するクライアントと、
　前記処置ステーションに含まれ、前記処置ステーションの動作に関連したハードウェア
デバイスを装備する１つまたは複数の機能構成要素と、
　ホストアプリケーション毎の単一のクライアントデータチャネルを使用して各ホストア
プリケーションと通信し、さらに単一のモニタデータチャネルによって各機能構成要素に
接続され、各ホストアプリケーションが単一のデータチャネルを使用して各機能構成要素
と通信できるように、各ホストアプリケーションと機能構成要素との間の経路を指定する
動作を実行するエージェントデバイスとを備え、
　前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーションの各々及び前記機能構成要
素の各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテーブルを使
用してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーションと前
記機能構成要素との間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによって、前記ホストア
プリケーションが、陽子線治療システム内の前記機能構成要素のネットワークアドレスを
知っていることを不要とし、
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　前記モニタがさらにプロクタを備え、
　該プロクタが、前記ハードウェアデバイスの動作パラメータを評価し、前記動作パラメ
ータが安全許容範囲内にあるか否かを判定し、且つ、前記動作パラメータが前記安全許容
範囲を超えている場合、１つまたは複数の安全策を実行し、
　各々の前記機能構成要素が、さらにモニタモジュールを備え、
　該モニタモジュールが、機能構成要素のための通信プロキシとして働き、前記エージェ
ントデバイスを介してホストアプリケーションから情報を受信し、該情報を、放射線ビー
ムを較正および位置合わせするために、前記機能構成要素に関連付けられた前記ハードウ
ェアデバイスによって実行される命令に変換するために使用される通信システム。
【請求項２】
　前記プロクタによって実行される前記安全策が、前記機能構成要素の前記ハードウェア
デバイスを無効化して、前記ビームが前記患者の処置中心に照射されるのを防ぐことを含
む、請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記プロクタによって実行される前記安全策が、前記ホストアプリケーションにステー
タスインジケータを転送して、前記ハードウェアデバイスの前記動作パラメータが安全許
容範囲を超えたことを前記ホストアプリケーションに通知することを含む、請求項１に記
載の通信システム。
【請求項４】
　前記陽子線治療デバイスの前記機能構成要素が、ビーム源から前記患者の処置中心への
前記ビームの方向転換を管理および監視するために使用されるビーム輸送システムを備え
る、請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記陽子線治療デバイスの前記機能構成要素が、前記ビームを発生するために前記処置
ステーションに供給される電力を管理および監視するために使用される電源システムを備
える、請求項１に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記陽子線治療デバイスの前記機能構成要素が、前記陽子線治療デバイスの前記動作パ
ラメータを監視およびロギングするために使用されるロギングシステムを備える、請求項
１に記載の通信システム。
【請求項７】
　前記陽子線治療デバイスの前記機能構成要素が、前記処置ステーションの前記動作パラ
メータを監視し、前記動作パラメータが安全閾値を超える場合に前記ビームを解除するた
めに使用される安全システムを備える、請求項１に記載の通信システム。
【請求項８】
　前記ホストアプリケーションと前記機能構成要素との間の通信が、前記ホストアプリケ
ーションから命令を発行することと、前記機能構成要素が、前記機能構成要素の前記ハー
ドウェアデバイスを誘導し、その後、前記ハードウェアデバイスの監視を許可するように
、動作情報を前記ホストアプリケーションに返信することとを含む、請求項１に記載の通
信システム。
【請求項９】
　前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーションからハードウェアデバイス
固有の通信を受信し、前記陽子線治療システム内の前記機能構成要素のアドレスを前記ホ
ストアプリケーションが有すること無く、適切な前記機能構成要素に前記通信を経路指定
する、請求項７に記載の通信システム。
【請求項１０】
　前記モニタが、前記ハードウェアデバイス上で命令を実行することによって生成された
情報を前記エージェントデバイスにリレーし、
　前記エージェントデバイスが、この情報を前記ホストアプリケーションに返信する、請
求項７に記載の通信システム。
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【請求項１１】
　前記エージェントデバイスにさらに安全機能モジュールが組み込まれており、
　該安全機能モジュールが、１つまたは複数の許可されたホストアプリケーションを識別
し、該ホストアプリケーションがそれを実施するための適切な許可を有するものと識別さ
れるときにだけ、命令を前記機能構成要素に経路指定する、請求項１に記載の通信システ
ム。
【請求項１２】
　前記ホストアプリケーションが、ユーザインターフェースをさらに含み、
　該ユーザインターフェースを介して、ユーザによって入力される複数の前記ハードウェ
アデバイスの１つまたは複数を制御または監視する命令を取得し、さらに前記複数のハー
ドウェアデバイスの１つまたは複数からその動作ステータスを示す情報を受信する、請求
項１に記載の通信システム。
【請求項１３】
　前記ホストアプリケーションが、ユーザインターフェースをさらに含み、
　該ユーザインターフェースを介して、ユーザによって入力される複数の前記ハードウェ
アデバイスの１つまたは複数を制御または監視する命令を取得し、さらに前記複数のハー
ドウェアデバイスの１つまたは複数から命令の結果を示す情報を受信する、請求項１に記
載の通信システム。
【請求項１４】
　前記クライアントが、１つまたは複数の前記ハードウェアデバイスの活動を監視および
制御するために使用され、前記ホストアプリケーションを構成するブレインコントローラ
を含む、請求項１に記載の通信システム。
【請求項１５】
　前記ブレインコントローラが、前記陽子線治療デバイス内の１つまたは複数のハードウ
ェアデバイスを監視するハインドブレイン構成要素を含む、請求項１４に記載の通信シス
テム。
【請求項１６】
　前記ブレインコントローラが、前記陽子線治療デバイス内の１つまたは複数のハードウ
ェアデバイスを制御するフォアブレイン構成要素を含む、請求項１４に記載の通信システ
ム。
【請求項１７】
　前記ブレインコントローラが、複数のハードウェアデバイスを、集約して、整合された
ハードウェア機能ドメインを表すメタデバイスとして扱う、請求項１４に記載の通信シス
テム。
【請求項１８】
　前記ブレインコントローラが、ユーザ入力を要求すること無く動作する、請求項１４に
記載の通信システム。
【請求項１９】
　前記陽子線治療デバイスが、複数の処置ステーションを含み、
　前記処置ステーションの機能構成要素が、前記エージェントデバイスによって、前記処
置ステーションの制御および指揮が集中調整され得るように統合される、請求項１に記載
の通信システム。
【請求項２０】
　新たにクライアントが前記通信システムに追加されて統合される場合、前記通信システ
ム内のデータチャネルの総数が、追加された前記クライアントの数だけ増加する請求項１
に記載の通信システム。
【請求項２１】
　新たにホストアプリケーション及び機能構成要素が前記陽子線治療デバイス追加されて
統合される場合、前記通信システム内のデータチャネルの総数が、追加された前記ホスト
アプリケーション及び機能構成要素の数だけ増加する請求項２０に記載の通信システム。
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【請求項２２】
　１つまたは複数のホストアプリケーションと、患者の処置に使用される放射線ビームの
発生および位置合わせに関連する複数のハードウェアデバイスとの間の通信を提供する、
分散ネットワークを備えた陽子線治療デバイスのための階層型通信システムであって、
　前記ホストアプリケーションとの間の単一のデータチャネルが、前記ホストアプリケー
ション及び前記複数のハードウェアデバイスの間の通信を可能にし、前記単一のデータチ
ャネルを介して、前記ホストアプリケーションと前記複数のハードウェアデバイスとの間
の通信を経路指定するエージェントデバイスと、
　前記エージェントデバイスを介して経路指定されたホストアプリケーションから命令を
受信するため、及び、後にハードウェアデバイス上で実行される前記命令をハードウェア
認識可能な形式に変換するために使用され、さらに、前記ハードウェアデバイスから情報
応答を受信し、該情報応答を前記エージェントデバイスを介して前記ホストアプリケーシ
ョンに転送し返すために使用される、各々の前記ハードウェアデバイスに関連付けられた
モニタ構成要素と、
　前記ハードウェアデバイスから得られる前記情報応答を評価し、異常なハードウェア挙
動を識別し、さらに、異常なハードウェア挙動が検出されたときに１つまたは複数の安全
策を発行する、前記モニタ構成要素内にあるプロクタ構成要素とを含み、
　前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーションの各々及び前記ハードウェ
アデバイスの各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテー
ブルを使用してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーシ
ョンと前記ハードウェアデバイスとの間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによっ
て、前記ホストアプリケーションが、陽子線治療システム内の前記ハードウェアデバイス
のネットワークアドレスを知っていることを不要とし、
　前記陽子線治療デバイスに新たにホストアプリケーションが追加されて統合される場合
、前記分散ネットワーク内のチャネル数が、追加された前記ホストアプリケーションの数
だけ増加し、
　前記陽子線治療デバイスにおけるネットワーク内の前記チャネル数の増加が、各々のホ
ストアプリケーション及び各々のハードウェアデバイスが単一のデータチャネルによって
接続され、新たに追加されるホストアプリケーションが前記陽子線治療デバイスに統合さ
れる結果によって生じる階層型通信システム。
【請求項２３】
　前記チャネルのセットが、
　前記ホストアプリケーションによって発行された特定の命令が向けられている目標のハ
ードウェアデバイスを決定することによって、各々のホストアプリケーションと前記複数
のハードウェアデバイスとの間の通信を可能にし、
　その後、前記ホストアプリケーションが前記分散ネットワーク内の前記ハードウェアデ
バイスの場所の情報を有さない状態で、適切な前記チャネルを介して、前記命令を前記目
標のハードウェアデバイスに経路指定する、請求項２２に記載の階層型通信システム。
【請求項２４】
　前記チャネルのセットが、
　目標のハードウェアデバイスによって発行された特定の情報応答が向けられているホス
トアプリケーションを決定することによって、前記複数のハードウェアデバイスと各々の
前記ホストアプリケーションとの間の通信を可能にし、
　その後、前記目標のハードウェアデバイスが前記分散ネットワーク内の前記ホストアプ
リケーションの場所の情報を有さない状態で、適切な前記チャネルを介して、前記情報応
答を前記ホストアプリケーションに経路指定する、請求項２２に記載の階層型通信システ
ム。
【請求項２５】
　前記プロクタ構成要素が、異常なハードウェア挙動を、前記ハードウェアデバイスに関
する所望の許容範囲または動作範囲からの偏差として識別する、請求項２２に記載の階層
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型通信システム。
【請求項２６】
　前記異常なハードウェア挙動が、前記情報応答内に含まれる重要な変数を評価すること
によって識別される、請求項２２に記載の階層型通信システム。
【請求項２７】
　前記重要な変数が最大許容範囲または閾値で与えられる正常値を超えるときに、前記異
常なハードウェア挙動が識別される、請求項２６に記載の階層型通信システム。
【請求項２８】
　前記異常なハードウェア挙動が、前記重要な変数の偏差の変動する平均がある時間内に
正常値を超える悪化傾向として識別される、請求項２６に記載の階層型通信システム。
【請求項２９】
　前記重要な変数がリングエネルギー変数を含む、請求項２６に記載の階層型通信システ
ム。
【請求項３０】
　前記重要な変数が電源出力変数を含む、請求項２６に記載の階層型通信システム。
【請求項３１】
　前記重要な変数が磁界強度変数を含む、請求項２６に記載の階層型通信システム。
【請求項３２】
　前記重要な変数が照射線量変数を含む、請求項２６に記載の階層型通信システム。
【請求項３３】
　前記プロクタ構成要素によって発行される前記安全策が、放射線ビームの発生に関係す
る前記複数のハードウェアデバイスの１つまたは複数の動作を停止させることを含む、請
求項２２に記載の階層型通信システム。
【請求項３４】
　前記プロクタ構成要素によって発行される前記安全策が、前記ホストアプリケーション
への警告の転送を含む、請求項２２に記載の階層型通信システム。
【請求項３５】
　前記プロクタ構成要素によって発行される前記安全策が、前記ホストアプリケーション
への異常な挙動のロギングまたはレポートを含む、請求項２２に記載の階層型通信システ
ム。
【請求項３６】
　分散ネットワーク内の通信を管理するための階層型通信システムであって、
　前記分散ネットワークに接続され、単一チャネルを介して複数のハードウェアデバイス
の内の一つのハードウェアデバイスに命令を送信するように構成されたクライアントと、
　前記分散ネットワークを介して前記クライアントに接続され、さらに、各々のハードウ
ェアデバイスが単一チャネルによって接続されるように前記複数のハードウェアデバイス
に接続され、前記クライアントによって送信された命令を受信し、前記命令が向けられて
いる目標のハードウェアデバイスを識別し、適切な単一チャネルを介して前記目標のハー
ドウェアデバイスへの前記命令を経路指定するエージェントデバイスと、
　前記目標のハードウェアデバイスに関連付けられ、さらに前記分散ネットワークに接続
され、前記エージェントデバイスによって経路指定された前記命令を受信し、前記命令に
関連するハードウェア認識可能なコマンドを識別し、その後、前記ハードウェア認識可能
なコマンドを、後で実行させるために前記目標のハードウェアデバイスに発行するモニタ
モジュールとを含み、
　前記エージェントデバイスが、前記クライアントの各々及び前記ハードウェアデバイス
の各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテーブルを使用
してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記クライアントと前記ハードウェ
アデバイスとの間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによって、前記クライアント
が、陽子線治療システム内の前記ハードウェアデバイスのネットワークアドレスを知って
いることを不要とし、
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　前記モニタモジュールが、前記目標のハードウェアデバイスの性能および動作パラメー
タを監視するプロクタを含む階層型通信システム。
【請求項３７】
　前記分散ネットワーク内の通信が経路指定されるように、前記エージェントデバイスが
、１つまたは複数のモニタモジュールとの通信を仲介するために使用されるモニタプロキ
シと、１つまたは複数のクライアントとの通信を仲介するために使用されるクライアント
プロキシとを含む二重プロキシ機能を有する、請求項３６に記載の階層型通信システム。
【請求項３８】
　前記エージェントデバイスが、１つまたは複数の許可されたクライアントを識別し、前
記クライアントがそれを実施する適切な許可を有するものと識別されるときにだけ、命令
を前記目標のハードウェアデバイスに経路指定する安全機能を、さらに有する、請求項３
６に記載の階層型通信システム。
【請求項３９】
　前記モニタモジュールが、
　前記エージェントデバイスによって経路指定された前記命令を受信する通信プロキシと
、
　前記命令の構文を解析および検査することによって、受信した前記命令を解釈するコマ
ンドプロセッサと、
　前記命令を、前記目標のハードウェアデバイスによって受信されて後に実行されるハー
ドウェア認識コマンドに変換するハードウェア抽出層モジュールとをさらに含む請求項３
６に記載の階層型通信システム。
【請求項４０】
　前記目標のハードウェアデバイスが、
　前記ハードウェア認識コマンドを前記モニタモジュールの前記ハードウェア抽出層モジ
ュールから受信し、
　前記コマンドを実行し、且つ、
　前記プロクタによる処理及び前記エージェントデバイスを介しての前記クライアントへ
の転送のために、実行された前記コマンドに対応する動作情報を前記モニタモジュールに
返す、請求項３９に記載の階層型通信システム。
【請求項４１】
　前記プロクタが、前記目標のハードウェアデバイスから前記動作情報を受信して、その
時点の動作を評価する、請求項４０に記載の階層型通信システム。
【請求項４２】
　前記目標のハードウェアデバイスのその時点の動作が異常と判断されるときに、前記プ
ロクタが、１つまたは複数の安全策を実行する、請求項４０に記載の階層型通信システム
。
【請求項４３】
　前記安全策が、前記目標のハードウェアデバイスを無効にすることを含む、請求項４２
に記載の階層型通信システム。
【請求項４４】
　前記安全策が、前記クライアントにステータスインジケータを転送することを含む、請
求項４２に記載の階層型通信システム。
【請求項４５】
　前記目標のハードウェアデバイスが正常動作パラメータから外れて動作しているときに
、前記目標のハードウェアデバイスの前記その時点の動作が異常と判断される、請求項４
２に記載の階層型通信システム。
【請求項４６】
　前記目標のハードウェアデバイスが誤動作しているとき、または動作していないときに
、前記目標ハードウェアデバイスの前記その時点の動作が異常と判断される、請求項４２
に記載の階層型通信システム。
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【請求項４７】
　前記目標のハードウェアデバイスの前記その時点の動作の傾向が、前記目標のハードウ
ェアデバイスが将来の時点で正常動作パラメータから外れて動作することを示していると
き、前記目標のハードウェアデバイスの前記その時点の動作が異常と判断される、請求項
４２に記載の階層型通信システム。
【請求項４８】
　前記エージェントデバイスが、前記複数のハードウェアデバイスの少なくとも１つの動
作を監視するために使用される制御構成要素またはアプリケーションを含む、請求項３９
に記載の階層型通信システム。
【請求項４９】
　前記クライアントがユーザインターフェースを含み、
　該ユーザインターフェースを介して、ユーザによって入力される前記複数のハードウェ
アデバイスの１つまたはそれ以上を制御または監視する命令を取得し、さらに、前記ユー
ザインターフェースが、前記複数のハードウェアデバイスの１つまたはそれ以上から、そ
の動作ステータスを示す情報を受信する、請求項３９に記載の階層型通信システム。
【請求項５０】
　前記クライアントがユーザインターフェースを含み、
　該ユーザインターフェースを介して、ユーザによって入力される前記複数のハードウェ
アデバイスの１つまたはそれ以上を制御または監視する命令を取得し、さらに、前記ユー
ザインターフェースが、前記複数のハードウェアデバイスの１つまたはそれ以上から、前
記命令の結果を示す情報を受信する、請求項３９に記載の階層型通信システム。
【請求項５１】
　前記クライアントが、１つまたは複数の前記ハードウェアデバイスの活動を調整するた
めに使用されるブレインコントローラを含む、請求項３９に記載の階層型通信システム。
【請求項５２】
　前記ブレインコントローラが、前記分散システム内の１つまたは複数のハードウェアデ
バイスを監視するハインドブレイン構成要素を含む、請求項５１に記載の階層型通信シス
テム。
【請求項５３】
　前記ブレインコントローラが、前記分散システム内の１つまたは複数のハードウェアデ
バイスを制御するフォアブレイン構成要素を含む、請求項５１に記載の階層型通信システ
ム。
【請求項５４】
　前記ブレインコントローラが、前記複数のハードウェアデバイスを、集約して、整合さ
れたハードウェア機能ドメインを表すメタデバイスとして扱う、請求項５１に記載の階層
型通信システム。
【請求項５５】
　前記ブレインコントローラが、ユーザ入力を要求すること無く動作する、請求項５１に
記載の階層型通信システム。
【請求項５６】
　複数のハードウェアデバイスと、これらの複数のハードウェアデバイスを制御および監
視する命令を発行するクライアントとの間で情報を交換するための方法であって、
　前記クライアントと、前記クライアントと通信し、そこから送信された命令を受け取る
ように構成されたエージェントデバイスとの間に単一の第１の通信チャネルを確立するス
テップと、
　前記エージェントデバイスと各々のハードウェアデバイスとの間に単一の第２の通信チ
ャネルを確立するステップと、
　前記クライアント及び前記エージェントデバイスの間の前記第１の通信チャネル、及び
、前記第２の通信チャネルを介して、前記複数のハードウェアデバイスと前記クライアン
トとの間の通信を可能とするために、前記命令が適切なハードウェアデバイスに転送され
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るように、前記エージェントデバイスを用いて前記クライアントによって発行された前記
命令を経路指定するステップと、
　前記命令を、後で前記ハードウェアデバイスによって実行される、ハードウェアで認識
されるフォーマットに変換する、各々の前記ハードウェアデバイス上にあるモニタモジュ
ールを使用して、前記命令を受信するステップとを含み、
　前記エージェントデバイスが、前記クライアントの各々及び前記ハードウェアデバイス
の各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテーブルを使用
してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記クライアントと前記ハードウェ
アデバイスとの間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによって、前記クライアント
が、陽子線治療システム内の前記ハードウェアデバイスのネットワークアドレスを知って
いることを不要とし、
　前記モニタモジュールが、前記ハードウェアデバイスの動作を監視し、前記ハードウェ
アデバイスが所望の許容範囲内で動作しているか否かを判断するプロクタをさらに含む情
報交換方法。
【請求項５７】
　前記モニタモジュールが、さらに、前記ハードウェアデバイスから、後に前記エージェ
ントデバイスを介して前記クライアントに転送されるステータス情報を受信する、請求項
５６に記載の情報交換方法。
【請求項５８】
　前記ハードウェアデバイスが前記所望の許容範囲から外れて動作していると判断された
ときに、前記プロクタが、１つまたは複数の安全策を実行する、請求項５７に記載の情報
交換方法。
【請求項５９】
　前記プロクタによって実行される前記安全策が、前記ハードウェアデバイスのその時点
の動作機能を示すステータスインジケータを、前記クライアントに発行することを含む、
請求項５８に記載の情報交換方法。
【請求項６０】
　前記プロクタによって実行される前記安全策が、前記ハードウェアデバイスの解除を含
む、請求項５８に記載の情報交換方法。
【請求項６１】
　前記プロクタによって実行される前記安全策が、前記ハードウェアデバイスの動作を前
記所望の許容範囲内に戻すために、前記ハードウェアデバイスによって実行される、ハー
ドウェアで認識される１つまたは複数のコマンドを発行することを含む、請求項５８に記
載の情報交換方法。
【請求項６２】
　前記クライアントおよび前記複数のハードウェアデバイスが、陽子線治療システムを構
成する、請求項５８に記載の情報交換方法。
【請求項６３】
　前記クライアントおよび前記複数のハードウェアデバイスが、陽子線治療システムを構
成し、前記陽子線治療デバイスにおけるネットワーク内の前記チャネル数の増加が、各々
のクライアント及び各々のハードウェアデバイスが単一のデータチャネルによって接続さ
れる結果によって生じる、請求項５８に記載の情報交換方法。
【請求項６４】
　前記モニタモジュールが、前記クライアントからの命令を受信することなく動作する、
請求項５８に記載の情報交換方法。
【請求項６５】
　前記クライアントからの命令を受信することなく行われる前記モニタモジュールの動作
が、オフラインデバイスを監視するために使用される、請求項６４に記載の情報交換方法
。
【請求項６６】
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　前記クライアントからの命令を受信することなく行われる前記モニタモジュールの動作
が、誤動作しているハードウェアデバイスを検出するために使用され、前記モニタモジュ
ールが、前記誤動作しているハードウェアデバイスを正常動作に戻す補正処置を実施する
、請求項６４に記載の情報交換方法。
【請求項６７】
　前記クライアントからの命令を受信することなく行われる前記モニタモジュールの動作
が、異常なハードウェアデバイス挙動を検出するために使用され、前記モニタモジュール
が、前記誤動作しているハードウェアデバイスを正常動作に戻す補正処置を実施する、請
求項６４に記載の情報交換方法。
【請求項６８】
　前記クライアントからの命令を受信することなく行われる前記モニタモジュールの動作
が、異常なハードウェアデバイス挙動を検出するために使用され、前記モニタモジュール
が、前記異常な挙動を、後で前記クライアントに送信するためにロギングする、請求項６
４に記載の情報交換方法。
【請求項６９】
　１つまたは複数のホストアプリケーションを実行するコンピュータと複数のハードウェ
アデバイスとを含み、前記ホストアプリケーションが複数の命令の送信を介して前記複数
のハードウェアデバイスを制御および監視するために使用される、陽子線治療システム内
で情報を交換するための方法であって、
　各ホストアプリケーションとエージェントデバイスとの間に、前記ホストアプリケーシ
ョンと通信し、送信された命令を受信するように構成された単一の第１の通信チャネルを
確立するステップと、
　各ハードウェアデバイスが単一通信チャネルによって前記エージェントデバイスに接続
されるように、前記エージェントデバイスと各ハードウェアデバイスとの間に単一の第２
の通信チャネルを確立するステップと、
　前記ホストアプリケーションによって発行された命令を、該命令が、適切な前記ハード
ウェアデバイスに転送されるように、前記エージェントデバイスを用いて経路指定して、
前記第１の通信チャネルを介した前記複数のハードウェアデバイスとのホストアプリケー
ション通信を可能にするステップと、
　前記命令を、後にハードウェアデバイスによって実行されるハードウェアデバイスで認
識されるフォーマットに変換する、各々の前記ハードウェアデバイス上にあるモニタモジ
ュールを使用して、前記命令を受信するステップとを含み、
　前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーションの各々及び前記ハードウェ
アデバイスの各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテー
ブルを使用してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記ホストアプリケーシ
ョンと前記ハードウェアデバイスとの間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによっ
て、前記ホストアプリケーションが、陽子線治療システム内の前記ハードウェアデバイス
のネットワークアドレスを知っていることを不要とし、
　前記ホストアプリケーションと前記ハードウェアデバイスとの間の前記通信が、患者の
処置に関連する１つまたは複数の重要な変数を監視するために使用され、
　前記重要な変数が、異常なハードウェア挙動を識別するためにプロクタによって監視さ
れ、
　前記プロクタが、前記異常なハードウェア挙動の検出に応答して、前記複数のハードウ
ェアデバイスの１つまたは複数の動作を停止する、陽子線治療システムにおける情報交換
方法。
【請求項７０】
　前記異常なハードウェア挙動が、前記重要な変数が最大許容範囲または閾値で与えられ
る正常値を超えるときに識別される、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおける情
報交換方法。
【請求項７１】
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　前記異常なハードウェア挙動が、前記重要な変数の偏差の変動する平均がある時間内に
正常値を超える悪化傾向として識別される、請求項６９に記載の陽子線治療システムにお
ける情報交換方法。
【請求項７２】
　前記重要な変数がリングエネルギー変数を含む、請求項６９に記載の陽子線治療システ
ムにおける情報交換方法。
【請求項７３】
　前記重要な変数が電源出力変数を含む、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおけ
る情報交換方法。
【請求項７４】
　前記重要な変数が磁界強度変数を含む、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおけ
る情報交換方法。
【請求項７５】
　前記重要な変数が照射線量変数を含む、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおけ
る情報交換方法。
【請求項７６】
　前記プロクタが、前記異常なハードウェア挙動の検出に応答して、前記ホストアプリケ
ーションに警告を転送する、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおける情報交換方
法。
【請求項７７】
　前記プロクタが、前記異常な挙動を前記ホストアプリケーションにロギングまたはレポ
ートする、請求項６９に記載の陽子線治療システムにおける情報交換方法。
【請求項７８】
　陽子線治療デバイスのためのネットワークリソースの分散システムの通信および制御方
法であって、
　各クライアントデバイスとエージェントデバイスとの間に単一の第１の通信チャネルを
確立するステップと、
　前記エージェントデバイスと少なくとも１つの各ハードウェアデバイスとの間に、モニ
タデバイスを介して単一の第２の通信チャネルを確立するステップと、
　前記クライアントデバイスと前記エージェントデバイスとの間、及び前記エージェント
デバイスと前記モニタデバイスとの間で転送されるデータを、ハードウェアリソースの前
記分散システムにアクセス要求するクライアントプロセス、通信チャネルを管理してクラ
イアントプロセス要求を経路指定するエージェントプロセス、並びに、前記エージェント
プロセスからの要求を受信し、該要求を実行し、及び、結果を前記クライアントプロセス
に返信するモニタプロセスに従って処理するステップとを含み、
　前記エージェントデバイスが、前記クライアントデバイスの各々及び前記ハードウェア
デバイスの各々のアドレスを、それぞれのネットワークアドレスに、ルックアップテーブ
ルを使用してマッピングして、前記エージェントデバイスが、前記クライアントデバイス
と前記ハードウェアデバイスとの間の実質的に透過な経路指定を提供し、それによって、
前記クライアントデバイスが、陽子線治療システム内の前記ハードウェアデバイスのネッ
トワークアドレスを知っていることを不要とし、
　前記モニタデバイスがプロクタを有し、
　前記プロクタが、前記ハードウェアデバイスの動作を監視し、前記ハードウェアデバイ
スが所望の許容範囲内で動作しているか否かを判断する、通信および制御方法。
【請求項７９】
　前記クライアントプロセスが、ユーザインターフェースを介してユーザからの前記要求
を受信するステップと、
　前記クライアントプロセスが、クライアントデバイスから前記エージェントデバイスに
前記要求を転送するステップとをさらに含む請求項７８に記載の通信および制御方法。
【請求項８０】
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　前記エージェントプロセスが、前記クライアントデバイスから前記要求を受信するステ
ップと、
　前記エージェントプロセスが、前記エージェントデバイスがどのハードウェアデバイス
に前記要求を転送すべきかを決定するステップと、
　前記エージェントプロセスが、前記決定されたハードウェアデバイスに前記要求を送信
するステップとをさらに含む請求項７８に記載の通信および制御方法。
【請求項８１】
　前記モニタプロセスが、前記エージェントデバイスから前記要求を受信するステップと
、
　前記モニタプロセスが、前記要求を、前記ハードウェアデバイスで実行される、ハード
ウェアで認識される命令に変換するステップと、
　前記モニタプロセスが、異常なハードウェア挙動を識別するために、前記ハードウェア
デバイスのステータスを監視するステップと、
　前記モニタプロセスが、異常なハードウェア挙動が検出されたときに、１つまたは複数
の補正処置を実施するステップとをさらに含む請求項７８に記載の通信および制御方法。
【請求項８２】
　前記陽子線治療デバイスに新たにハードウェアデバイスが追加されて統合される場合、
前記分散ネットワーク内のデータチャネル数が追加された前記ハードウェアデバイスの数
だけ増加する、請求項２２に記載の階層型通信システム。
【請求項８３】
　前記陽子線治療デバイスにおけるネットワーク内の前記チャネル数の増加が、各々のホ
ストアプリケーション及び各々のハードウェアデバイスが単一のデータチャネルによって
接続され、新たに追加されるハードウェアデバイスが前記陽子線治療デバイスに統合され
る結果によって生じる、請求項２２に記載の階層型通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　（発明の分野）
　本発明は、分散制御システムに関し、特に、陽子線治療デバイスのための分散環境でデ
ータ通信を管理するための制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連技術の説明）
　放射線粒子治療デバイスは、一般に、局所型の癌ならびに他の病気の処置に使用されて
いる。これらのデバイスは、患者の特定の領域、例えば腫瘍を目標として設定し、精密に
位置合わせされた原子の粒子流または電磁放射線を目標領域に誘導するために使用される
。粒子流からのエネルギーが、局所的な細胞の損傷を引き起こし、腫瘍の成長および進行
を効果的に途絶させる。
【０００３】
　放射線治療法の特に有用な一形態は陽子線治療法であり、患者の目標領域に照射するの
に、陽子が形成するエネルギー流が使用される。方向性を持ったビームによる他のタイプ
の放射線治療法と同様に、陽子線治療法では、陽子流が所望の目標領域だけに照射される
ように、患者をビーム源に対して正確に位置決めする必要がある。そうしなければ、患者
の身体内部の他の健康な細胞が陽子流によって損傷される可能性がある。
【０００４】
　米国特許第４，９０５，２６７号に詳細に記載されているように、患者を特定の向きで
位置決めするために支持装置が使用され、支持装置がさらに陽子処置設備のガントリ構造
内の処置プラットフォーム上に位置決めされる。陽子治療設備は、多数の患者に対処する
目的で、そのような処置装置を２つ以上さらに備えていることがある。処置設備の装置お
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よび構成要素の制御および監視は、各処置ステーションの活動を調整するコンピュータお
よびハードウェアサブシステムによって指揮される。陽子線治療には、患者の位置決めに
使用される機械式の装置に加えて、ビーム強度の制御、ビーム位置の修正、デジタル画像
処理の実施、安全状態の監視、および他の機能に使用される他の多数のシステムおよびソ
フトウェア構成要素が必要である。これらのシステムが一体となって、ハードウェアおよ
びソフトウェア構成要素の複雑な分散型の集合体を形成する。さらに、２つ以上の処置装
置を備える陽子処置設備では、システムの冗長性および各処置装置の選択的制御に関する
追加的要求によって、システムの複雑さがさらに増大する。
【０００５】
　放射線治療デバイスなどの分散システムの複雑なアーキテクチャは、単一アプリケーシ
ョンによる整合制御に多数の障害をもたらし、さらにシステムの構成要素間のネットワー
ク化を困難にする。従来の分散システムの一つの特有の制限事項は、分散システムの様々
な構成要素間のデータ通信の管理に関するものであり、これは、分散システムのサイズが
増大するほどより困難になる。この問題は、特に放射線治療デバイスが２つ以上の処置装
置を備えるように設計されているときに明らかである。その結果、１つには、維持しなけ
ればならない通信チャネルの数のために、集中制御および監視の解決策を提供することは
厄介なタスクとなる。さらに、複雑な通信マッピングスキーマによって、すべてのデバイ
スが相互に通信できることを保証するのが困難になる。分散システムの一つの構成要素を
修正またはアップグレードすると、必然的に、その修正された構成要素が接続されている
他の多数の構成要素の構成を修正する必要が生じることが多い。これらの構成要素の構成
の修正が適切でないと、システムが制御不能になる、システムの監視が不正確になる、デ
バイスが故障するなど、多数の問題を引き起こす可能性がある。
【０００６】
　放射線治療デバイスでは、既存のマッピングスキーマを前述のように大幅に再構成する
ことは、患者の安全性を保証するために解決しなければならない潜在的な制御の問題が生
じるので、望ましくない。これらの問題が適切に解決されなければ、あるいは放射線治療
デバイスの稼働時に１つまたは複数の構成要素が予期せず制御不能になれば、患者が負傷
する可能性がある。したがって、修正および構成要素のアップグレードに対するシステム
の許容度を高めるために、放射線治療デバイス内の構成要素間の透過性（transparency）
のレベルを高めることが望ましい。
【０００７】
　図１は、それぞれが選択された動作およびタスクを実行する複数のハードウェアデバイ
ス５０を備える、従来の分散システム４０を示す。ハードウェアデバイス５０の制御およ
び保守は、複数の通信チャネルまたはデータパス７０を介してハードウェアデバイス５０
と通信する、１つまたは複数のホストアプリケーションまたはプロセス６０を用いて調整
される。ホストアプリケーションまたはプロセス６０が通信するハードウェアデバイス５
０のそれぞれに、通常、別個の通信チャネル７０が確立される。
【０００８】
　放射線治療デバイスなどの複雑な分散システムの調整および管理機能が制限されるこの
手法を用いると、いくつかの問題が生じる。特に、ホストアプリケーションまたはプロセ
ス６０によって多数のハードウェアデバイス５０を管理または監視するときには、確立お
よび維持しなければならない通信チャネル７０の必要数がさらに大きくなる。多くの場合
、このことが、オペレーティングシステムまたはハードウェア構成要素によってサポート
される最大数を超えて増加する場合がある通信チャネル７０を、管理するのに必要なシス
テムオーバーヘッドを増加させることになる。したがって、対応できる通信チャネル７０
の数に制約があるので、従来の分散システム４０のスケーラビリティが制限される。さら
に、分散システム４０の複雑さが増大すると、有効なネットワーク監視および認証を実行
し、安全なファイアウォールポリシーを維持して十分なシステムセキュリティを保証する
ことがさらに困難になる。
【０００９】
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　複雑な分散システム４０では、既存のシステム４０のアーキテクチャで作業する個々人
がチャネル７０の通信マッピングおよびシステム４０内のサービスを理解することを保証
するのに、さらなる問題が生じる。このことは、新しいハードウェア構成要素または機能
を追加するために、ハードウェアデバイス５０がどのように相互接続しているかを明確に
知っていなければならない開発者には、特に重要である。従来の手法は、この問題に十分
に対処しておらず、理解して発展させるのが困難な場合がある、難解なマッピングスキー
ムに頼っている。
【００１０】
　従来の分散環境は、通常、クライアント／サーバパラダイムに基づいている。クライア
ント／サーバ方式は、１つまたは複数のモノリシックホストアプリケーションを使用して
、分散環境の個々のシステムをポーリングし、必要に応じて情報を１つにつなぎ合わせる
。この情報の分配および調整方法は、前述した保守の難しさ、スケーラビリティの不足、
データ検証および妥当性検査が複雑なことを含めて、多くの理由から、望ましくない。
【００１１】
　さらに、陽子線治療システムでは、通常、動作すべき基盤ハードウェアデバイスおよび
サブシステムの常時監視を必要とする、多数の安全機能が存在する。この監視要求に対す
る従来の手法は、制御プログラムまたはアプリケーションによって、ホストアプリケーシ
ョンのレベルでハードウェアの監視を単独に実行することである。この手法を使用する潜
在的な欠点の１つは、ホストアプリケーションまたは制御プログラムの故障が、潜在的に
危険な状態またはハードウェアの破損状態をまねき得ることである。場合によっては、ホ
ストアプリケーションと、監視されるハードウェアとの間の通信の消失を検出するために
、「ウォッチドッグ」プログラムを採用することもあるが、ウォッチドッグプログラムを
使用すると、システムに望ましくない影響を及ぼすことがある。
【００１２】
　電源の場合、ウォッチドッグプログラムが電源を自動的に遮断して、システムセーフを
起動することがある。この結果、電源が冷却され、その後患者の処置を再開できるまでの
ウォーミングアップ期間が長時間にわたることがある。さらに、陽子線治療システムの故
障が処置直前まで隠れていることがあり、それが処置を遅らせて、患者の不快感を高める
ことになることも考えられる。
【００１３】
　したがって、陽子線治療デバイスで使用されるような、複雑な疎結合型分散環境内の通
信を管理する、改良型システムおよび方法が必要とされている。このシステムアーキテク
チャは、陽子線治療システムの複雑さおよび帯域幅要求に対応できる一方で、スケーリン
グ、保守、および発展を容易にするように、許容可能なレベルの単純性を維持すべきであ
る。さらに、システムは、オフラインまたは誤動作しているデバイスの監視に関連する潜
在的な問題を解決する、改良されたシステム監視機能を提供すべきである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（発明の概要）
　本発明は、陽子線治療システムのコマンド、管理、および監視のための階層型通信シス
テムを含む。一態様では、前記陽子線治療システムのアーキテクチャは、患者の処置で使
用されるハードウェアおよび／またはリソースに、エージェントモジュールを介して通信
する、１つまたは複数のホストアプリケーションまたはプログラムを含む。前記エージェ
ントは、透過性をもって（transparently）、通信トラフィックを管理し、前記陽子線治
療システムの構成要素間のデータの経路指定を含むいくつかの管理機能を実行する。前記
通信システムは、前記陽子線治療システムに関連する様々なハードウェアデバイスおよび
リソースに、下層レベル（low level）の通信制御およびコマンド変換を提供するモニタ
モジュールを含む。
【００１５】
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　前記階層型通信システムを使用すると、通信の調整および管理の複雑さが大幅に軽減さ
れる。一態様では、通信システムアーキテクチャが、前記エージェントの経路指定／多重
化機能を用いるマルチプロセスによって、チャネルまたはソケット使用率を低減させて、
前記ハードウェアデバイス間のデータ交換を調整する際に直面する潜在的ボトルネックを
解消する。前記通信システムはさらに、プロクタ（proctor）モジュールを使用して、組
込みシステムに常時監視機能を与える。
【００１６】
　集中型接続アーキテクチャは、前記陽子線治療システムを用いて処置される患者の安全
性の維持において重要である接続セキュリティを向上させるという、さらなる利益を提供
する。前記通信システムアーキテクチャは、さらに、ユーザインターフェースを単純化し
、アプリケーションの開発および配置の複雑さを軽減する。例えば、ホストアプリケーシ
ョンは、各デバイスと通信するのに必要な機能の実施または定義について明確に知らずに
、組込みハードウェアデバイスを管理、監視および制御するように構成され得る。さらに
、前記ホストアプリケーションは、デバイスまたはその制御システムの物理的な場所を知
らずに、前記組込みハードウェアデバイスと通信するように構成され得る。一態様では、
この性質の論理マッピングによって、システム構成を大幅に修正せずに、システム内にデ
バイスを柔軟に設置できるようになる。
【００１７】
　一態様では、本発明は、陽子線治療デバイス内の通信を管理するための通信システムを
含んでおり、このシステムが、処置ステーションと、１つまたは複数のホストアプリケー
ションと、１つまたは複数の機能構成要素と、エージェントとを含んでいる。前記処置ス
テーションは、較正および位置合わせされたビームを患者の処置中心（isocenter）に向
けて誘導するために使用され、前記１つまたは複数のホストアプリケーションは、前記処
置ステーションの動作に関連するハードウェアサブシステムを含む機能構成要素を介して
、前記処置ステーションの動作を監視および制御するために使用される。前記エージェン
トは、各ホストアプリケーションに接続されており、ホストアプリケーションごとに単一
のクライアントデータチャネルを使用する。前記エージェントはさらに、監視データチャ
ネルによって各機能構成要素に接続されており、各ホストアプリケーションが前記単一の
クライアントデータチャネルを使用して各機能構成要素と通信できるように、前記エージ
ェントが各ホストアプリケーションと前記機能構成要素との間の経路指定動作を実行する
。
【００１８】
　他の態様では、本発明は、分散ネットワークを含む陽子線治療デバイスのための階層型
通信アーキテクチャを含み、前記分散ネットワークが、少数のチャネルセットを用いて動
作して、患者の処置に使用される放射線ビームの発生および位置合わせに関連する、１つ
または複数のホストアプリケーションと複数のハードウェアデバイスとの間の十分に透過
な通信を提供する。前記アーキテクチャはさらに、複数の別個のデータチャネルによって
各アプリケーションと各ハードウェアデバイスとに接続されたエージェントデバイスを含
んでおり、該エージェントは、前記別個のデータチャネルを介して、１つまたは複数のホ
ストアプリケーションと複数のハードウェアデバイスとの間の通信を経路指定する。前記
アーキテクチャはさらに、各ハードウェアデバイスに結合するモニタ構成要素を含んでお
り、該モニタ構成要素は、前記エージェントを介して経路指定されたホストアプリケーシ
ョンからの命令を受け取り、後に前記ハードウェアデバイスで実行されるハードウェアが
認識する形式に該命令を変換し、さらに、前記ハードウェアデバイスから情報応答を受信
して、前記エージェントを介して前記情報応答を前記ホストアプリケーションに転送する
ために使用される。また、前記アーキテクチャでは、前記モニタ構成要素内にプロクタ構
成要素が組み込まれており、これが、前記ハードウェアデバイスから得た前記情報応答を
評価し、異常な（anomalous）ハードウェア挙動を識別し、さらに、異常なハードウェア
挙動が検出された場合に１つまたは複数の安全策を発行する。
【００１９】
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　他の態様では、本発明は、分散ネットワーク内の通信を管理する階層型通信システムを
含む。該システムはさらに、前記分散ネットワークに接続され、単一チャネルを介して複
数のハードウェアデバイスに命令を送信するように構成されたクライアントを含む。さら
に前記システムは、分散ネットワークを介して前記クライアントに接続され、且つ、各ハ
ードウェアデバイスが単一チャネルによってエージェントに接続されるようにさらに複数
のハードウェアデバイスに接続されたエージェントを含んでおり、該エージェントは、前
記クライアントによって送信された命令を受信して、前記命令が向けられている目標ハー
ドウェアデバイスを識別し、適切なチャネルを介して前記命令を前記目標ハードウェアデ
バイスまで経路指定する。前記システムは、前記目標ハードウェアデバイスに結合され、
前記分散ネットワークに接続されたモニタをさらに含んでおり、該モニタが、前記エージ
ェントによって経路指定された前記命令を受信し、前記命令に関連するハードウェアで認
識可能なコマンドを識別し、その後、前記ハードウェアで認識可能なコマンドを、後に実
行させるために前記目標ハードウェアデバイスに発行する。
【００２０】
　他の態様では、本発明は、クライアントと複数のハードウェアデバイスとの間で情報交
換するための方法を含み、前記クライアントが、前記複数のハードウェアデバイスを制御
および監視する命令を発行する。前記方法はさらに、（１）前記クライアントと、前記ク
ライアントと通信してそこから送信された命令を受信するように構成されたエージェント
との間に、第１の通信チャネルを確立するステップと、（２）前記エージェントと各ハー
ドウェアデバイスとの間に複数の第２の通信チャネルを確立するステップと、（３）前記
クライアントによって発行された前記命令を、前記命令が十分に透過な方式で適切なハー
ドウェアデバイスに送られるように、前記エージェントを用いて経路指定するステップと
、（４）ハードウェアデバイス上にあり、前記命令を、後に前記ハードウェアデバイスに
よって実行されるハードウェアで認識されるフォーマットに変換するモニタモジュールを
使用して、前記命令を受信するステップとを含む。
【００２１】
　また、他の態様では、本発明は、陽子線治療システム内で情報交換するための方法を含
んでおり、ここで、望ましくは、複数の命令の送信を介し、少なくとも１つのホストアプ
リケーションを使用して複数のハードウェアデバイスを制御および監視するように、前記
少なくとも１つのホストアプリケーションと前記複数のハードウェアデバイスとが相互接
続されている。この方法はさらに、（１）各ホストアプリケーションと、該ホストアプリ
ケーションと通信してそこから送信された命令を受信するように構成されたエージェント
デバイスとの間に、第１の通信チャネルを確立するステップと、（２）各ハードウェアデ
バイスが単一の通信チャネルによって前記エージェントに接続されるように、前記エージ
ェントデバイスと各々の前記ハードウェアデバイスとの間に、複数の第２の通信チャネル
を確立するステップと、（３）前記エージェントデバイスを用いて、前記ホストアプリケ
ーションによって発行された前記命令を、前記命令が、十分に透過な方式で適切なハード
ウェアデバイスに転送されるように、経路指定するステップと、（４）各々のハードウェ
アデバイス上にあり、前記命令を、後に前記ハードウェアデバイスによって実行されるハ
ードウェアで認識されるフォーマットに変換するモニタモジュールを使用して、受信する
ステップとを含む。
【００２２】
　さらに他の態様では、本発明は、ネットワークリソースの分散システムの通信および制
御のための方法を含んでおり、クライアントデバイスとエージェントデバイスとの間に第
１の通信チャネルを確立し、前記エージェントデバイスと少なくとも１つのハードウェア
デバイスとの間に第２の通信チャネルを確立し、前記クライアントデバイスと前記エージ
ェントデバイスとの間、さらには、前記エージェントデバイスと監視デバイスとの間で転
送されるデータが、ハードウェアリソースの分散システムへのアクセスを要求するクライ
アントプロセスと、通信チャネルを管理し、クライアント処理要求について経路指定する
エージェントプロセスと、該エージェントプロセスからの要求を受け入れ、該要求を実行
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し、結果を前記クライアントプロセスに返すモニタプロセスとにしたがって、処理される
。
【００２３】
　本発明のこれらおよび他の態様、利点、ならびに新規な特徴は、以下の詳細な説明を読
み、添付の図面を参照すれば、明らかになろう。図面では、同じ要素は、同じ参照番号が
付されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　（好ましい実施の形態の詳細な説明）
　図２は、１つまたは複数のホストアプリケーション１０５に結合された、患者を処置す
るための陽子線治療システム（ＰＢＴＳ：proton beam therapy system）１００の一実施
の形態を示す。一態様では、ホストアプリケーション１０５は、処置ステーション１１５
と併せて使用される複数の機能構成要素１１０と通信する。機能構成要素１１０は、処置
ステーション１１５の活動を誘導するモニタおよび管理構成要素を含む。各機能構成要素
１１０は、処置ステーション１１５内に存在する１つまたは複数のハードウェアデバイス
をさらに含み、これらは、望ましくは陽子線治療システム１００内で結合されて集合的に
管理される。
【００２５】
　処置プロセスの間、これらのハードウェアデバイスの動作は、精密に較正および位置合
わせされた陽子線１４７を、患者１２０の特定の目標領域または処置中心（isocenter）
１４８に向けて誘導するように調整されるのが望ましい。一実施の形態では、処置ステー
ション１１５は、注入器１３５によって加速器１３０に接続された陽子源１２５を備えて
いる。加速器１３０は、陽子を所望のエネルギーレベルまで加速させ、ビーム輸送装置１
４０を介して、処置ステーション１１５の固定位置で支持された患者１２０に陽子線を到
達させる。ビーム輸送装置１４０は、粒子流を患者１２０の身体内の特定の目標処置中心
に向けて誘導するノズル１５０をさらに備えている。患者１２０は、ガントリ１４５で支
持されており、ガントリ１４５は、回転軸周りに回転可能であり、陽子線を適切に位置合
わせするために使用される。陽子線治療システム１００のさらなる詳細については、本発
明の譲受人に譲渡された米国特許第５，８６６，９１２号および米国特許第４，８７０，
２８７号に開示されており、これらを参照によりここに援用する。
【００２６】
　一態様では、陽子線治療システム１００は、複数の処置ステーション１１５を備えてい
る。各処置ステーション１１５は、前述の陽子源１２５、加速器１３０、注入器１３５な
ど、同一構成要素のうちの少なくとも一部を共有するように構成され得る。一態様では、
処置ステーション１１５間で共有される構成要素は、共通の制御インターフェースを介し
て監視および制御される。多数の処置ステーションが組み込まれた陽子線治療システムの
さらなる詳細は、米国特許第５，５８５，６４２号および米国特許第４，８７０，２８７
号に記載されており、これらを参照によりここに援用する。
【００２７】
　放射線治療の技術分野で理解されているように、陽子線または放射線流を目標処置中心
に正確に到達させることが重要である。さらに、様々な異なる角度からビームを到達させ
ることができるときには、陽子線または放射線流治療を強力なものにすることができる。
したがって、一般に、患者１２０をビーム輸送装置１４０のノズル１５０に対して相対的
に固定位置に設置し、ビームが様々な異なる角度から到達するように、ビーム輸送装置１
４０のノズル１５０を、可動式ガントリ１４５を介して様々な位置に移動させることが望
ましい。米国特許第４，９０５，２６７号および米国特許第５，１１７，８２９号は、そ
れぞれ放射線処置のために患者１２０を位置合わせするシステムを開示しており、これら
の各特許を参照によりここに援用する。さらに、米国特許第４，９１７，３４４号および
米国特許第５，０３９，０５７号は、それぞれ、様々な角度の連続的な範囲にわたってビ
ームを到達させるガントリシステムを開示しており、これらの各特許も参照によりここに
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援用する。他の様々な患者の処置を選択する方法、患者への粒子線または放射線ビームの
到達を向上させる装置などについては、米国特許第５，０１７，７８９号、５，２４０，
２１８号、５，８２５，８４５号、４，９０５，２６７号、５，１１７，８２９号、およ
び５，２６０，５８１号に開示されており、これらも参照によりここに援用する。
【００２８】
　機能構成要素１１０は、患者の安全性を保証するため、及び陽子線を構成して誘導する
ために使用されるハードウェアサブシステムの活動を監視および調整する。患者の安全性
は、放射線処置の主たる関心事であり、ビームが常に適切な強度またはエネルギーレベル
で導かれていることを保証するために、陽子線治療システム全体にわたって常時厳重な制
御を維持しなければならない。一実施の形態では、ビーム治療システムは、ハードウェア
デバイスおよびサブシステムが作動可能状態にあって、適切に構成されていることを確認
できない限り、ビームが患者に接触しないように構成される。作動可能状態とは、ハード
ウェアデバイスおよびサブシステムが、許容範囲内であり、かつ患者の処置に適切なよう
に決定された特定の範囲で機能していることを表す。通常、陽子線は、すべてのサブシス
テムがこの作動可能状態にあることを確認されるまで無効化される。以下においてさらに
詳細に説明するように、機能構成要素１１０および階層型通信システムの構成は、いつ患
者を処置するのが適切であるかを決定するために、陽子線治療デバイスの準備状態を監視
するのに必要な整合機能を提供する。
【００２９】
　一態様では、ホストアプリケーション１０５は、機能構成要素１１０と情報を交換し、
放射線治療システムに主要なコマンドおよび監視機能を提供する。ホストアプリケーショ
ン１０５と機能構成要素１１０との通信は、通常は従来のネットワークトポロジーを用い
て形成される複数のデータチャネル１５５を介して進められる。ホストアプリケーション
１０５と機能構成要素１１０とは、階層型通信ネットワークによって連結されており、こ
の階層型通信ネットワークは、陽子線治療システム１００を動作させるのに必要なデータ
通信を実行するのに、従来のシステムよりも少数のデータチャネル１５５を使用する。
【００３０】
　ホストアプリケーションは、ローカルホストアプリケーション１６０とリモートホスト
アプリケーション１６５の両方を備えていてもよい。ローカルホストアプリケーション１
６０は、陽子線治療システム１００に直接関連するコンピュータまたは構成要素の上で実
行されるアプリケーションを含む。例えば、ローカルホストアプリケーション１６０を、
陽子線治療システム１００の１つまたは複数のハードウェアデバイスに結合されたコンピ
ュータから直接実行することができる。あるいは、ローカルホストアプリケーション１６
０を、放射線治療システム１００のハードウェアデバイスまたはサブシステムにネットワ
ーク接続を介して連結された、１つまたは複数のスタンドアロンコンピュータから実行す
ることもできる。ローカルホストアプリケーション１６０と、情報を送受信する対象の１
つまたは複数の機能構成要素１１０との間のデータ交換は、前述の階層型通信ネットワー
クを介して進められる。
【００３１】
　リモートホストアプリケーション１６５は、陽子線治療システム１００の外部でかつ／
または陽子線治療システム１００から独立して、実行されるアプリケーションを含む。一
態様では、リモートホストアプリケーション１６５は、リモートネットワーキングプロト
コルの使用を介して陽子線治療システム１００にインターフェース接続するように構成さ
れており、必ずしも陽子線治療システム１００に直接結合されたコンピュータまたは構成
要素からローカルに実行される必要はない。ローカルホストアプリケーション１６０と同
様に、リモートホストアプリケーション１６５は、階層型通信ネットワークを利用して必
要または所望に応じて機能構成要素１１０とデータおよび情報を交換する。
【００３２】
　機能構成要素１１０は、陽子線治療システム１００の動作に関連した多数のサブシステ
ムを備えている。一態様では、これらのサブシステムは、相互の間およびホストアプリケ
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ーション１０５との間でデータおよび情報を交換する、コンピュータおよびハードウェア
デバイスの分散ネットワークを形成する。図２には、説明のために、例示的な機能構成要
素１１０を示す。これらの機能構成要素には、ビーム輸送システム１７０、安全システム
１７５、電源システム１８０、およびロギングシステム１８５が含まれる。
【００３３】
　放射線治療システムが、相互接続されたデバイスおよび構成要素の複合した集合体であ
り、これには上記で例示した機能構成要素１１０、ならびに他の多数の構成要素、システ
ム、およびプロセスを含めることができることが理解できるであろう。これらのデバイス
およびサブシステムを１つにまとめて分散環境が形成され、これに本発明の階層型通信シ
ステムを実装して、チャネルの複雑さを軽減し、患者の安全性を向上することができる。
【００３４】
　一態様では、陽子線治療システム１００の分散環境には、一度に２人以上の患者に対応
するのに有用な、複数の処置ステーション１１５と、関連するハードウェアおよびソフト
ウェア構成要素とが含まれる。本発明は、分散環境の複雑度が、単一ステーション処置設
備の場合よりもかなり増大するマルチステーション処置設備内の通信管理に適合するのに
、特に適している。
【００３５】
　階層型通信システムを、陽子線治療システム１００のコマンド、制御、および監視に関
して開示しているが、本発明を他のタイプの分散システムとの使用に適合させて、通信効
率を向上させ、チャネル数を削減できることが理解できるであろう。したがって、これら
の代替的な分散システムアーキテクチャは、本発明の他の実施形態を、ここに記載するシ
ステムおよび方法との使用に適合させたものとして表しているに過ぎないことが理解でき
る。
【００３６】
　図３は、前述の陽子線治療システム１００などの分散環境における情報交換を管理する
階層型通信アーキテクチャ２００に関する最上位編成のブロック図を示す。上記したよう
に、分散システムは、特殊なコントローラ、コンピュータ、および他の構成要素を含めた
複数のハードウェアデバイス２１０の中のいずれをも備えることができ、これらは、様々
なデバイス２１０間の通信およびデータ交換を可能にするために、ネットワーク接続によ
って相互接続されていることが望ましい。階層型通信アーキテクチャ２００は、調整され
たハードウェアおよびソフトウェアベースの手法を用いて実装され、ハードウェアデバイ
ス２１０は、少数組のデータチャネル１５５を介してホストアプリケーション１０５に接
続される。各ホストアプリケーション１０５は、複数の第１のデータ接続またはデータチ
ャネル２２０がホストアプリケーション１０５とエージェントデバイス２１５との間で維
持されるように、エージェントデバイス２１５と相互接続している。エージェントデバイ
ス２１５はさらに、複数の第２のデータ接続またはデータチャネル２２５によって、分散
システム１００の各ハードウェアデバイス２１０と相互接続している。
【００３７】
　ホストアプリケーション１０５とエージェントデバイス２１５との間、ならびにエージ
ェントデバイス２１５とハードウェアデバイス２１０との間の接続は、バークレーソケッ
トベースの伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ：Transmissi
on Control Protocol/Internet Protocol）またはユーザデータグラムプロトコル／イン
ターネットプロトコル（ＵＤＰ／ＩＰ：User Datagram Protocol/Internet Protocol）な
どの、適切なプロトコルを使用するネットワーク接続を含んでいる。ソケットベースのプ
ロトコルの広範囲のインターオペラビリティを階層型通信システム内で有利に使用して、
各ハードウェアデバイス２１０が情報の送受信に使用できる、一般に認識されている通信
プロトコルを提供することができる。さらに、ソケットベースのプロトコルは、（１）開
発者がハードウェアインターフェースの作成に使用できる一般に良く理解されている仕様
、（２）高信頼性の送受信特性、（３）マルチスレッド互換性、（４）複数同時接続の支
援、ならびに（５）ブロッキングおよび非ブロッキング構成の支援を含めて、多くの有利
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な特性を有している。以下でさらに詳細に説明するように、これらの特性は、階層型通信
アーキテクチャ２００の開発に関連する作業を単純化するのに有用で、ほとんどのホスト
アプリケーション１０５およびハードウェアデバイス２１０と併せて使用するために構成
され得る。
【００３８】
　階層型通信アーキテクチャ２００が、必ずしも前述のソケットベースのプロトコルとの
使用だけに限定される必要はなく、むしろ例えばリモートメッセージパッシングプロトコ
ルを含めた他の多数の通信プロトコルとの使用に適合され得ることが、当業者には理解さ
れるであろう。したがって、階層型通信アーキテクチャ２００で他のプロトコルを実施す
ることは、本発明の他の実施の形態を表すものと理解される。
【００３９】
　図１に関して前述したように、従来の分散システム４０は、各ホストアプリケーション
６０とその対応するハードウェアデバイス５０との間に複数のチャネル７０を維持しなけ
ればならない。したがって、従来の分散システムに必要なチャネル７０の総数が、急激に
増大して性能を低下させ、またアーキテクチャの設計閾値を上回ることもある。階層型通
信アーキテクチャ２００は、この制限事項を克服し、陽子線治療デバイス１００などの分
散システム内の通信およびデータ交換に必要なチャネルの総数を大幅に減少させる。例え
ば、例示した従来の分散システム４０では、３つのホストアプリケーション６０が４つの
ハードウェアデバイス５０と通信するように構成されており、合計１２のチャネル７０を
必要とする。それに比べ、図３に示すように、階層型通信アーキテクチャ２００を使用す
ると、同数のホストアプリケーションおよびハードウェアデバイスを接続するのに７つの
チャネルだけでよい。
【００４０】
　図示した分散システムは本発明の一実施の形態に過ぎず、分散システムの他のサイズ／
構成も同様に、階層型通信アーキテクチャ２００を用いて実施すると、チャネル数が削減
する利益をもたらすことが理解されるであろう。さらに、有利なことに階層型通信アーキ
テクチャ２００を既存の分散システムと併せて使用するように構成でき、その結果これら
のシステムがこの新しい通信アーキテクチャを備えるように改造され、チャネル数が削減
されて複雑さが軽減される利益がもたらされる。
【００４１】
　前述の分散システム構成の他の利益は、各デバイス２１０、その制御システム、または
エージェント２１５の物理的な場所を知らずに、ホストアプリケーション１０５をハード
ウェアデバイス２１０と通信するように構成できることである。この性質の論理マッピン
グによって、システム構成を大幅に修正せずに、構成要素を分散システム内で柔軟に設置
できるようになる。一態様では、本発明の分散システム構成を陽子線治療デバイスに適用
して、システム構成要素間のマッピング依存性を大幅に低減させることによって、システ
ムのスケーラビリティおよびフレキシビリティを増大させることができる。既存の構成要
素を置き換えるとき、または新しい構成要素をシステムに追加するときに、大幅な再構成
を必要とすることなく、システムが容易に維持され、アップグレードされることから、こ
の特徴はマルチステーション処置設備を含む陽子線治療システムで特に有用である。
【００４２】
　分散システム構成の重要な特徴は、システムに新しいホストアプリケーション１０５を
追加する際の計算上の複雑さに関係する。図１に示すような従来のシステムは、ハードウ
ェアデバイスに接続される各ホストアプリケーションについて、（Ｎ）の計算上の複雑さ
を有する（ここで、Ｎは、分散システム４０内のハードウェアデバイス５０の数である）
。ハードウェアデバイス５０に適切に接続するには、ホストアプリケーション６０を追加
するごとに、さらにＮ個のチャネル７０が必要になる。したがって、Ｍが分散システム内
に存在するホストアプリケーションの数を表すとして、ホストアプリケーション６０を追
加するごとに、チャネル７０の数が（Ｍ×Ｎ）の関数で増加する。
【００４３】
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　本発明では、ホストアプリケーションの追加に関する計算上の複雑さおよびコストが従
来技術よりも大幅に削減される。例えば図３に示すように、第１のホストアプリケーショ
ンまたはクライアント１０５を複数のハードウェアデバイスに接続することに関する計算
上の複雑さは、“Ｎ”の複雑さになる（Ｎは、分散システムに結合したハードウェアデバ
イス２１０の数である）。しかしその後、ホストアプリケーションまたはクライアント１
０５を階層型通信アーキテクチャに続けて追加することに関する計算上の複雑さは、一定
値すなわち“１”である。したがって、第１番目のものより後にホストアプリケーション
またはクライアント１０５を追加するごとに、計算上の複雑さが大幅に軽減される。した
がって、ホストアプリケーション１０５を追加して、ハードウェアデバイス２１０に適切
に接続するように統合するには、合計Ｍ個だけのチャネル１５５を必要とする（ここで、
Ｍは、追加後の分散システム内に存在するホストアプリケーションまたはクライアント１
０５の総数に相当する）。したがって、本発明の分散システム内のチャネル１５５の数は
、関数“Ｍ＋Ｎ”で増大する。その結果、本発明の分散システム構成に必要なチャネル１
５５の総数が増加する割合がかなり小さくなり、システムの複雑さが増大（すなわち、ホ
ストアプリケーション１０５またはハードウェアデバイス２１０が増加）するときに計算
上の複雑さが増大する割合は、従来の分散システムに比べて緩やかになる。階層型通信シ
ステムのこの特徴によって、以下でさらに詳細に説明するように、望ましいことにシステ
ムのスケーラビリティが増大し、分散システムの管理が改善される。
 
【００４４】
　図４は、さらに、陽子線治療デバイス１００との使用に適合された階層型通信アーキテ
クチャ２００を示す。前述のビーム輸送システム１７０、安全システム１７５、電源シス
テム１８０、ロギングシステム１８５など、特定のサブシステムを形成するハードウェア
デバイス２１０が、機能構成要素３０２に結合されていることが望ましい。機能構成要素
３０２は、それぞれ物理レベルでも動作できる２つの論理層３０５に分けられる。第１論
理層は、汎用層３１５を含み、これが、機能構成要素３０２の基盤ハードウェアデバイス
２１０と、それよりも上位のアプリケーションまたはクライアント３２０との間に、通信
インターフェースおよび経路指定機能を提供する。通常、クライアント３２０は、ほぼユ
ーザ透過な（user-transparent）方式で汎用層３１５を介して情報要求およびコマンドを
送る。続いてその送信が、組込み層３２５を含む第２論理層を介して、適切なハードウェ
アデバイス２１０に経路指定される。同様に、基盤ハードウェアデバイス２１０が、ユー
ザ透過な方式でクライアント３２０に情報を返信する。
　一態様では、クライアント３２０は、制御構成要素３３５とユーザインターフェース３
３０とを備えている。制御構成要素３３５は、機能構成要素３０２と相互作用し、基盤ハ
ードウェアデバイス２１０と情報を交換して、指定された制御機能を実行する。各制御構
成要素３３５はさらに、１つまたは複数のユーザインターフェース３３０に接続されてい
て、ユーザからの入力を受信し、必要に応じてユーザインターフェース３３０に情報を返
すことができる。一態様では、１つまたは複数の制御構成要素３３５は、他の制御構成要
素３３５にインターフェース接続して、所望の制御構成要素３３５間で直接通信するため
の手段を提供することができる。さらに、制御構成要素３３５は、複数の機能構成要素３
０２間でコラボレーションするための手段を提供する。このコラボレーションは、ブレイ
ンコントローラ２２２と呼ばれる１つまたは複数の特殊な制御構成要素によって導かれる
。他の制御構成要素２２０の様に、ブレインコントローラ２２２は、他のブレインコント
ローラ２２２に接続することによって、直接的または間接的に機能構成要素３０２のサー
ビスを利用することができるのが望ましい。ブレインコントローラの構成および機能のさ
らなる詳細は、図８と併せてより詳細に説明する。
 
【００４５】
　一態様では、クライアント３２０は、制御構成要素３３５とユーザインターフェース３
３０とを備えている。制御構成要素３３５は、機能構成要素３０２と相互作用し、基盤ハ
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ードウェアデバイス２１０と情報を交換して、指定された制御機能を実行する。各制御構
成要素３３５はさらに、１つまたは複数のユーザインターフェース３３０に接続されてい
て、ユーザからの入力を受信し、必要に応じてユーザインターフェース３３０に情報を返
すことができる。一態様では、１つまたは複数の制御構成要素３３５は、他の制御構成要
素３３５にインターフェース接続して、所望の制御構成要素３３５間で直接通信するため
の手段を提供することができる。さらに、制御構成要素３３５は、複数の機能構成要素３
０２間でコラボレーションするための手段を提供する。このコラボレーションは、ブレイ
ンコントローラ２２２と呼ばれる１つまたは複数の特殊コントローラ構成要素によって導
かれる。他の制御構成要素２２０の様に、ブレインコントローラ２２２は、他のブレイン
コントローラ２２２に接続することによって、直接的または間接的に機能構成要素３０２
のサービスを利用することができるのが望ましい。ブレインコントローラの構成および機
能のさらなる詳細は、図８と併せてより詳細に説明する。
【００４６】
　他の態様では、ユーザインターフェース３３０が、機能構成要素３０２と直接インター
フェース接続することができ、制御構成要素３３５およびブレインコントローラ２２２を
介してバイパス通信することができる。この通信モードを、例えば、ロギング動作、構成
パラメータのフェッチ、およびデータストリームアプリケーションで使用して、機能構成
要素３０２のハードウェアデバイス２１０とユーザインターフェース３３０との間で情報
を直接送信することができる。
【００４７】
　エージェント／汎用層
　前述のエージェント２１５は、機能構成要素３０２の汎用層３１５内にある。各機能構
成要素３０２は、クライアント３２０と基盤ハードウェアデバイス２１０との間のメッセ
ージおよび情報のための経路指定デバイスとして働くエージェント２１５に結合させるこ
とができる。一態様では、クライアントによって送信される情報は、ハードウェアデバイ
ス２１０を監視および制御するために望ましくはクライアント３２０によって発行される
、コマンド、命令、要求などを含む。エージェント２１５は、この情報をクライアント３
２０から受信し、機能構成要素３０２の基盤ハードウェアデバイス２１０に通信要求をサ
ービスする、１つまたは複数のモニタ３４０に送信する。さらにエージェント２１５は、
情報の性質に応じて、機能構成要素３０２内のすべてのモニタ３４０に所望の情報を同報
するように構成することができる。
【００４８】
　エージェント２１５はさらに、二重プロキシ（ｄｕａｌ－ｐｒｏｘｙ）機能を含み、モ
ニタプロキシ機能２２６が、機能構成要素３０２に結合したモニタ３４０との通信を担い
、クライアントプロキシ機能２２８が、クライアント３２０との通信を担う。さらに、エ
ージェント２１５は、エラー検出やロギングなどの他のネットワーク通信機能も管理する
。エージェント２１５には、さらにセキュリティ機能を組み込むことができ、それによっ
てエージェントを、階層型通信アーキテクチャ２００の通信機構の使用にアクセス許可さ
れた「許可」クライアント３２０およびモニタ２４０を認識するように構成することがで
きる。
【００４９】
　階層型通信アーキテクチャ２００を使用する分散システムの通常（ルーチン）動作時に
、システムが初期化され、エージェント２１５のモニタプロキシ２２６が、利用可能な各
モニタ３４０とのハードウェアチャネル２２５を開く。モニタプロキシ２２６は、機能構
成要素内の各モニタ３４０と通信し、モニタ３４０へのメッセージおよびモニタ３４０か
らのメッセージをキューに入れる機能を担うネットワークアプリケーションプログラミン
グインターフェース（ＡＰＩ：applications programming interface）を維持する通信プ
ロキシである。
【００５０】
　同様に、クライアントプロキシ２２８は、各クライアント３２０とのクライアントチャ
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ネル２２０を開くことによってクライアント３２０と通信するネットワークＡＰＩを維持
する通信プロキシである。分散システム内の通信を可能にするのに多数の開かれたチャネ
ルを必要とする従来のシステムとは異なり、本発明では、開かれた通信チャネル２２０、
２２５の数とクライアント３２０およびハードウェアデバイス２１０の数とが１対１に対
応している。
【００５１】
　一実施の形態では、エージェント２１５は、メッセージポインタキューに対してポイン
タを利用しており、メッセージポインタが渡されて、実際のメッセージまたは情報が共有
ヒープ内に格納される。第１キューは、クライアントプロキシへの着信メッセージに使用
され、第２キューは、モニタプロキシからの発信メッセージ用であり、第３キューは、モ
ニタプロキシへの着信メッセージであって、クライアントプロキシへの発信メッセージで
もあるメッセージに使用される（例えば、クリーンパススルー）。クライアントプロキシ
の着信キューに到着するメッセージを検査し、且つ単一メッセージ（直線経路）または複
数のメッセージ（ブロードキャスト）をモニタプロキシの発信キューに入れるスレッドを
初期化するエージェント２１５によって情報が送信される。
【００５２】
　クライアントプロキシは、クライアント３２０のアドレスをそれらのネットワークアド
レス（すなわち、ソフトＩＰアドレス）にマッピングするルックアップテーブルを維持す
る。このテーブルは、メッセージが受信されるときに確立され、テーブルに追加されたエ
ントリは、クライアント３２０に戻る、メッセージに対する返答の経路指定に使用される
。さらに、エージェント２１５は、対応する宛先モニタ３４０にメッセージを経路指定す
るモニタプロキシ２２６によって使用される、モニタマッピング情報を含む構成データを
維持することもできる。また、エージェント２１５がこの情報を使用して、特定の機能領
域３０２内にどのモニタ３４０および関連ハードウェアデバイス２１０があるかを決定す
ることもできる。その結果、単一のエージェント２１５を、複数の機能構成要素３０２お
よび対応するハードウェアデバイス２１０のネットワーク通信を調整するように構成する
ことができる。一実施の形態では、階層型通信アーキテクチャ２００は、分散システム全
体についてネットワークトラフィックおよびメッセージングを調整する単一のエージェン
トを利用するように構成されるのが望ましい。単一エージェント構成を使用すると、新し
い機能構成要素３０２およびハードウェアデバイス２１０の追加に関連したスケーリング
動作が容易になり、分散システム全体にわたる整合性が保証される。
【００５３】
　エージェントはさらに、分散システムへの無許可アクセスを防ぎ、あるいは特定の時間
に情報送信の目的で認識されていないクライアント３２０を選択的にブロックする、様々
なセキュリティ動作を実施することができる。エージェント２１５がこれらのセキュリテ
ィ動作を実行できる一つの方法は、開かれているクライアントチャネル２００を、その時
点で認識または許可されているクライアント３２０だけに制限することである。患者の安
全性およびシステムセキュリティを改善するために、これらのセキュリティ対策が、陽子
線治療システム内で望ましく実施され得ることが理解されよう。
【００５４】
　モニタプロクタ／組込み層
　組込み層３２５を含む第２論理層は、基盤ハードウェアデバイス２１０との間の変換お
よび通信を担うネットワークインターフェースまたはフックを提供する。各機能構成要素
３０２の組込み層３２５は、望ましいことに、特定の機能構成要素３０２のハードウェア
デバイス２１０が、クライアント３２０によって、分散システム内の場所またはアドレス
について明確に知らないままで、アクセスおよび監視され得るように、十分にユーザ透過
性がある。
【００５５】
　モニタ３４０は、各機能構成要素３０２の組込み層３１５にあり、汎用層３１５のエー
ジェント２１５とのデータおよび情報の交換を担っている。以下においてさらに詳細に説
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明するように、モニタ３４０は、情報の受信、コマンドの解釈および変換、データ収集、
データ提示、および情報の送信を含む機能の実行を担う複数の連携モジュールを含んでい
る。
【００５６】
　図５は、エージェント２１５とハードウェアデバイス２１０との間にあるモニタ３４０
の連携モジュールを示す。モニタ２４０の機能構成要素には、プロキシ３５１、コマンド
プロセッサ３５２、プロクタ３５３、ハードウェア抽出層モジュール３５４、およびドラ
イバ３５５が含まれている。以下でさらに詳細に説明するように、これらの構成要素の活
動は、エージェント２１５を介してクライアント３２０から受信した情報を処理し、この
情報を認識可能な形式で基盤ハードウェアデバイス２１０に渡すことに関連したタスクを
実行するように調整されるのが望ましい。
 
【００５７】
　ドライバ３５５は、モニタ３４０の最下位論理レベルにあり、機能構成要素３０２とそ
れが相互作用するハードウェアデバイス２１０との間にハードウェアインターフェースを
提供する。ハードウェアデバイス２１０は、いくつかの異なる計器、デバイス、装置など
のいずれかを備えることができ、これらは、クライアント３２０によって制御および監視
されることが望ましい。陽子線治療システムの典型的なハードウェアデバイス２１０は、
磁石および線量計を備えることができる。ドライバ３５１は、クライアント３２０がハー
ドウェアデバイス２１０の所望のサービスにアクセスすることができるように、ハードウ
ェアデバイス２１０へのインターフェースの提供を担う。制御すべき各ハードウェアデバ
イス２１０には、ハードウェアデバイス２１０の一部分（すなわちコントローラカードな
ど）とインターフェースする少なくとも１つのドライバ３５１がある。
【００５８】
　一般に、各ハードウェアデバイス２１０は、高度に専用化された限定的なコマンドセッ
トを認識し、このコマンドは、特殊化されたビット／メモリアドレッシングまたはレジス
タレベルコマンドを含んでいてもよい。これらのコマンド言語定義およびアドレッシング
スキームは、通常は異なるクラスのハードウェアデバイス２１０（例えば、温度モニタと
線量測定モニタ）間では共有されない。さらに、異なる製造業者製の類似のハードウェア
デバイス２１０が、異なるコマンド構造を利用していることがある。さらに、データの出
力およびフォーマットは、通常、ハードウェアデバイス２１０によって異なり、データ出
力は、望ましくはクライアント３２０または他の機能構成要素３０２に渡すために変更さ
れるべきであるフォーマットまたはユニット指定式であることがある。したがって、各ハ
ードウェアデバイス２１０と通信するには、特殊化されたインタープリタを使用しなけれ
ばならない。
【００５９】
　ドライバ３５１は、特殊なインタープリタとして働き、上位の情報要求またはコマンド
を、ハードウェアデバイス２１０によって認識されるネイティブ言語またはコードに変換
する抽出機能を提供する。ハードウェアデバイス２１０のコマンド言語の制限を解消でき
るときには、階層型通信アーキテクチャ２００は、「汎用」コマンドおよび情報構造を利
用することが望ましい。汎用言語は、階層型通信アーキテクチャ２００の様々な構成要素
にわたり、共通認識される形式に情報をコード化する。特定のハードウェアデバイス２１
０に向けた情報およびコマンドをドライバ３５１が受信し、汎用コードをハードウェアで
認識可能なコードに変換するのに必要な動作を実行する。同様に、ドライバ３５１は、ハ
ードウェアデバイス２１０から情報を受信し、この情報を分散システムの他の構成要素で
認識される汎用形式に変換する。また、ドライバ３５１は、ユニット変換やフォーマット
変換などの変換動作を実行してデータを修正してから、モニタ３４０の上位構成要素に分
配することができる。
【００６０】
　一態様では、前述のデータ変換動作をドライバ３５１のレベルで実行すことによって、
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望ましいことに、システムのスケーラビリティおよび開発フレキシビリティが向上する。
例えば、既存のハードウェアデバイス２１０を異なるハードウェアデバイスに交換または
アップグレードする場合、階層型通信アーキテクチャ２００の上位構成要素に必要な修正
が最小限に抑えられる。その代わりにドライバ３５１を構文またはコマンド構造の変更に
対応するように容易に修正でき、それらを用いて、汎用言語コードが、新しくインストー
ルされたハードウェアデバイスで認識されるコマンドまたは情報に変換される。同様に、
ドライバ３５１は、分散システムの他の構成要素の大幅な修正の必要無く、新しいハード
ウェアデバイスによって生成されるデータのフォーマットまたは表示の変化を認識するよ
うに修正され得る。したがって、階層型通信アーキテクチャ２００をこのように構成する
ことによって、ハードウェアデバイスの透過性が向上し、システムのアップグレードおよ
び保守に対応するのに必要な変更の数が限定される。
【００６１】
　一態様では、ドライバ３５１は、基盤ハードウェアデバイス２１０にアクセスするため
に使用される、ラッパー（wrapper）アプリケーションプログラミングインターフェース
（ＡＰＩ）を提供する。さらに、ドライバ３５１は、モニタ３４０の上位モジュールが要
求する通りに実行するスレッドセーフ機能の集合体として実施することができる。ドライ
バ３５１は、通常、ハードウェアのレジスタへのメモリマップアクセスを使用して、結合
されたハードウェアデバイス２１０とインターフェースしている。このようにインターフ
ェースしているドライバは、ハードウェアデバイス２１０に含まれるプロセッサ、または
ハードウェアデバイス２１０の制御に使用される周辺制御カードを利用することができる
。この構成は、組込みクレイト（crate）とも呼ばれ、ここでクレイトは、ハードウェア
デバイス２１０と、ドライバ３５１と、ドライバ３５１を実行するプロセッサと、ドライ
バ３５１によってハードウェアデバイス２１０の制御に使用されるコントローラカードと
を備えている。
【００６２】
　一実施の形態では、組込みクレイト内のドライバ開発および実施には、組込みコンピュ
ータオペレーティングシステムおよび開発プラットフォームが使用される。組込み開発プ
ラットフォームを使用することによって、ハードウェアレジスタを仮想化するようにドラ
イバ３５１を設計でき、ハードウェアデバイス２１０によって要求される保護および他の
サービスを提供できる。一態様では、ドライバ３５１は、ハードウェアデバイス２１０内
の機能およびレジスタと、ソフトウェア開発者が使用する機能との間の論理マッピングを
維持する、一連の機能呼び出しを与えるように構成され得る。また、機能構成要素３０２
は、必要または要求に応じて作動するために、ドライバ３５１を使用して機能呼び出しを
発行するようにも構成され得る。
【００６３】
　ドライバ３５１は、ハードウェアデバイスの相互作用に集中して、特定のハードウェア
デバイス２１０の「生の（raw）」サービスに対するインターフェースを提供でき、一方
、ハードウェア抽出層モジュール（ＨＡＬ：hardware abstraction layer）３５４は、ド
ライバ３５１を使用して必要なハードウェア抽出を提供し、クライアント３２０による情
報の提示とハードウェアデバイス２１０のそれとの間にブリッジを形成する。ＨＡＬ３５
４はさらに、分散システムによって提供されるサービスと、ジョブを実行するハードウェ
アデバイス２１０との間の変換機構として働く。ＨＡＬ３５４のこの特徴によって、機能
構成要素３０２に含まれる各ハードウェアデバイス２１０のその時点での実施およびコマ
ンド構造を、分散システムの各部分に認識させ続けようとする問題および困難性が大幅に
解消される。
【００６４】
　例えば、ＨＡＬ３５４は、クライアント３２０からコマンドおよび命令を工学単位（例
えば、アンペア（Amps）、ボルト（Volts）、ミリトール（mTorr）など）で受信し、それ
らを適切なドライバ表現、ならびに基盤ハードウェアデバイス２１０によって許容可能な
入力として認識されるＡＰＩ呼び出しに変換する。同様に、ＨＡＬ３５４は、ハードウェ
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アデバイス２１０から生のデータ出力および情報を受信し、生データをクライアント３２
０に認識されるまたは望まれる形式に変換する１つまたは複数の動作を実行することがで
きる。
【００６５】
　ＨＡＬ３５４によって提供される望ましい特徴の１つは、分散システム内で使用される
各ハードウェアデバイス２１０を、クライアント３２０のコマンド／制御機能から分離さ
せておくことができることである。具体的には、ＨＡＬ３５４は、クライアント３２０に
よって要求されるサービスをハードウェア透過な形式に反映し、それらを処理するように
ドライバ３５１に渡すように設計される。ハードウェアデバイス２１０が分散システム内
で変更されるとき、あるいはクライアント３２０によって新しいまたは異なるサービスが
要求される場合、望ましいことにＨＡＬは、その変化に対応するのに最小限の修正しか必
要としない。さらに、分散システムに変更または追加がなされるときには、エージェント
２１５やクライアント３２０などのＨＡＬ３５４の上位にある他の構成要素は、望ましい
ことに、修正をほとんどまたは全く必要としない。その代わりに、ドライバ３５１および
基盤ハードウェアデバイス２１０にＨＡＬ３５４をインターフェースするコードの一部分
を作り直すことによって、ＨＡＬ３５４は、必要に応じてシステム設計の変更に対応する
ように更新され得る。
【００６６】
　また、ＨＡＬ３５４は、ドライバ３５５および関連するハードウェアデバイス２１０を
単一のメタデバイス（meta-device）に統合するメカニズムを提供することもできる。メ
タデバイスは、クライアント３２０からは、論理上、ハードウェアの単一のユニットに見
える。このようにハードウェアを統合すると、望ましいことに、システムの見かけの複雑
さが軽減され、分散システムのハードウェア構成要素の監視および指揮が容易になる。例
えば陽子線治療システムでは、ビーム散乱（scatterer）メタデバイスを、１つまたは複
数の、分解器（resolver）、モータコントローラ、デジタル入力、およびシリアルポート
通信を含めたハードウェアデバイス２１０を備えるものとして定義することができる。し
たがって、ビーム散乱メタデバイスに発行される単一のメタコマンドまたは命令を使用し
て、ビーム散乱体（scatterer）の様々なハードウェアデバイス２１０に望ましく発行さ
れる、複数のコマンドおよび／または命令の複合体を表すことができる。メタコマンドは
、ＨＡＬ３５４によって認識され、対応するコマンドおよび／または命令が、ＨＡＬ３５
４によってドライバ３５１を介して、適切なハードウェアデバイス２１０に発行される。
同様に、ＨＡＬ３５４は、メタデバイス内に含まれる複数のハードウェアデバイス２１０
からデータおよび情報を受信し、この情報を組み合わせて統合された形式でクライアント
３２０に返信する１つまたは複数の動作を実行することができる。
【００６７】
　ＨＡＬ３５４の他の特徴は、クライアント３２０がデバイス２１０への明確なアドレス
または経路を知る必要がないように、各ハードウェアデバイス２１０のマッピングを機能
構成要素３０２内で内部維持するために、ＨＡＬ３５４が使用され得ることである。その
代わりに、クライアント３２０が、コマンドを単純にモニタ３４０に導くことができ、続
いてこれを処理して、ＨＡＬ３５４によって決定されるように、適切なハードウェアデバ
イスに経路指定することができる。この特徴が、複雑な分散システム内のマッピングの複
雑さを大幅に軽減し、デバイスの透過性を向上させることが理解されよう。デバイスの透
過性は、分散システムの見かけ上の複雑さを軽減し、また開発者がハードウェアデバイス
２１０の実際のレイアウトまたはトポロジーを認識しておく必要をなくすのに役立つこと
から、望ましい特性である。さらに、ＨＡＬ３５４は、クライアント３２０の大幅な再ネ
ットワーク化を必要とせずに、基盤ハードウェアデバイス２１０を修正し、または機能構
成要素３０２内のデバイスの構成を変更できるように、容易に再定義され得る。
【００６８】
　モニタ３４０は、関連ハードウェアデバイス２１０の性能を監視する１つまたは複数の
プロクタ３５３をさらに含み、機能構成要素３０２内の異常なまたは望ましくないデバイ
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ス挙動に関するハンドラーの働きをする。プロクタ３５３は、機能構成要素３０２のハー
ドウェアデバイス２１０の要件および／または要求を評価する。プロクタ３５３によって
実行される機能には、正しいシステム設定の監視および範囲外のパラメータの識別が含ま
れる。
【００６９】
　一態様では、プロクタ３５３は、ハードウェアデバイス２１０から受信したデータおよ
び情報を解釈することによって、異常なデバイス挙動を識別する。プロクタ３５３は、機
能構成要素３０２内のハードウェアデバイス２１０に関する所望の許容度および範囲の知
識を維持しており、実際のハードウェア情報を指定された許容度および範囲と比較するこ
とによって、ハードウェアデバイス２１０が所望のパラメータ内で実行しているかどうか
を判断する。一態様では、陽子線治療システム内の異常なデバイス挙動は、リングエネル
ギー、電源出力、磁界強度、および／または照射線量などの、１つまたは複数の重要な変
数３５７を評価することによって識別され得る。重要な変数３５７の値が上限または許容
範囲外にあることが観察されると、プロクタ３５３はこの事象を認識して報告することが
できる。他の態様では、重要な変数が所定の限度を超えて標準値から偏差しているときに
、異常な挙動を識別することができる（例えば出力スパイク）。さらに、異常な挙動が悪
化傾向として観察されることもあり、この場合、プロクタ３５３は、偏差の平均の変動が
ある時間内に許容範囲から外れることを予想する。
【００７０】
　プロクタ３５３は、停止コマンドまたは命令の発行を通して１つまたは複数のハードウ
ェアデバイス２１０の動作を停止させることによって、異常な挙動に対処することができ
る。その代わりに、プロクタ３５３は、ハードウェアデバイス２１０が動作を続けること
を許可するが、クライアント３２０に異常状態の警告を発行することもできる。さらに、
プロクタ３５３に、ステータスインジケータ３５８の送信など、構成可能な方式で、異常
な挙動をクライアント３２０にロギングおよびレポートする機能を設けることもできる。
【００７１】
　プロクタ３５３は、さらに、従来のシステムによって実行されることが多い、ホストア
プリケーションレベルでシステムのオフラインまたは誤動作を監視するという欠点を軽減
する。一態様では、プロクタの特徴は、クライアントとの実質的な相互作用なしに常時実
行される、ローカライズ形式のハードウェアデバイス監視である。この実施の形態では、
プロクタは、ハードウェアデバイス１１０がその範囲内で望ましく動作すべき１組の条件
またはパラメータを認識している。プロクタ３５３は、さらに、ハードウェアデバイス機
能を監視し、それがこれらのパラメータ内で動作していることを保証する。ハードウェア
デバイス１１０が、認識されている条件から偏差している場合、プロクタ３５３は、モニ
タに、標準動作パラメータを復元する、ハードウェアによって認識される適切なコマンド
を発行するように命令することができる。
【００７２】
　例えば、陽子線治療デバイス１００用の電源をプロクタ３５３によって監視して、出力
電力が要求されるまたは所望の電力に一致することを保証することができる。さらに、プ
ロクタ３５３は、電源システムに内部故障がないことを保証することもできる。電源用の
プロクタ３５３によって、故障が検出され、あるいは電源が標準パラメータ内で動作して
いないことが観察されると、プロクタがレポートを作成し、それが外部システムに送信さ
れて、制御アプリケーションまたはクライアントが稼働していなくても、故障に関する事
前警告を通知することができる。さらに、プロクタ３５３は、ハードウェアによって認識
される、補正または復元機能を実行するコマンドの発行をモニタに命令することによって
、電源を通常動作に復元させる補正処置を実施することができる。
【００７３】
　一態様では、プロクタ３５３の使用によって、粒子線治療デバイスにおける患者の安全
性が大きく向上する。重要なハードウェアデバイス２１０を自動的に連続監視することに
よって、プロクタ３５３が、その時点で発生している危険な異常状態を識別し、患者に危



(27) JP 4467237 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

険を与えることのある将来的な異常状態を予測することができる。例えば、プロクタ３５
３によってビーム強度が許容範囲でないことが観察されたら、システムを停止させて、患
者を傷つける可能性を防ぐことができる。同様に、プロクタ３５３が、ビーム強度がその
時点では容認可能な許容範囲内にあるが悪化傾向が生じていることを観察し、それを用い
て、いつビーム強度が許容範囲を外れるか予測して、補正処置を実施すべきかどうかを決
定することができる。陽子線治療システムの複雑さによって、プロクタ３５３を使用して
実施される自動ハードウェア監視および制御手法が促進されることが理解されよう。
【００７４】
　コマンドプロセッサ３５２は、論理上プロクタ３５３およびＨＡＬ３５４のすぐ上位に
あり、その両方は独立にこの構成要素に接続されている。コマンドプロセッサ３５２の機
能は、クライアント３２０から受信した着信命令を解釈して実行することである。さらに
、コマンドプロセスによって、ハードウェアデバイス２１０から受信した要求データおよ
び情報の形式で返信メッセージが提供される。
【００７５】
　コマンドプロセッサ３５２は、着信命令またはメッセージの構文を解析および検査する
ことによって命令を解釈し、検証に基づいて、適切なハードウェアデバイス２１０で実行
すべき命令を転送する。転送された命令はＨＡＬ３５４によって受信され、前述のように
、ハードウェアデバイス２１０で実行するために、ＨＡＬ３５４が、ドライバ３５５への
命令の準備および提示に関連した動作を実行する。さらに、コマンドプロセッサ３５２は
、ハードウェアデバイスの監視およびエラー検出に関連した動作を実行するプロクタ３５
３にも命令を転送する。コマンドプロセッサ３５２のもう１つの機能は、ＨＡＬ３５４お
よびプロクタ３５３によって与えられる、ハードウェアデバイス２１０からのデータおよ
び情報を受信して、この情報を適切なクライアント３２０に転送することである。
【００７６】
　一態様では、コマンドプロセッサ３５２は、クライアント３２０からの着信命令の順序
を維持する情報キューを含んでおり、これらを先入れ先出し（first in/first out）法で
処理する。コマンドプロセッサ３５２は、命令をキューに直接コピーするのではなく、メ
ッセージのサイズが大きいときには、システム性能に悪影響を及ぼすことのある、情報の
不必要なコピーを避けるために、命令へのポインタを格納することができる。命令が処理
されると、それに応じてキューが更新され、要求される情報をクライアント３２０に送り
返す。
【００７７】
　通信プロキシ３５１は、論理上、コマンドプロセッサ３５２の上位にあり、エージェン
ト２１５に結合した１つまたは複数のチャネルから着信データおよび情報を受信し、この
情報をコマンドプロセッサ３５２に直接転送する。通信プロキシ３５１は、通常、モニタ
３４０の他の構成要素とは異なり、特殊なコマンドまたは命令インタープリタを持たず、
情報の受信および配布のために使用される。さらに、通信プロキシ３５１は、コマンドプ
ロセッサ３５２から要求される情報を含む発信メッセージを受け入れ、エージェント２１
５を介して適切なクライアント３２０に発信メッセージを転送する。
【００７８】
　一態様では、通信プロキシ３５１は、エージェント２１５からモニタ３４０への開かれ
たチャネルまたはソケット接続をそのそれぞれが反映する、複数のネットワークＡＰＩオ
ブジェクトを維持することによって、クライアント３２０から受信した命令をハードウェ
アデバイスによって送られた対応するデータまたは応答に関連付ける。コマンドプロセッ
サ３５２から結果が受信されたときに、命令の結果を適切なクライアント３２０に転送す
ることができるように、通信プロキシ３５１によって、ネットワークＡＰＩオブジェクト
が使用されて、着信コマンドまたは命令の発信元が識別される。
【００７９】
　図６は、前述のモニタ３４０を使用してコマンドまたは命令を実行するプロセスを示す
。このプロセスは、エージェント２１５を介して転送された、クライアント３２０からの
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命令が受信される状態４１０から始まる。コマンドの受信は、エージェント２１５との開
かれたチャネルを維持する、通信プロキシ３５１によって行われる。通信プロキシ３５１
は、さらに、命令の発信源のアドレス、チャネル、またはＩＰ番号を識別することによっ
て、着信命令の発信元を検証する。この情報は、どのクライアントが、準備ができたとき
に命令の結果を送られるべきかを識別するために、通信プロキシ３５１によって使用され
る。
【００８０】
　状態４１５に進むと、検証のために、通信プロキシ３５１がコマンドプロセッサ３５２
に命令を転送する。検証には、その命令が、認識されているフォーマットに一致しており
、ＨＡＬ３５４およびプロクタ３５３に分配されるであろう必要パラメータおよび値を有
していることを保証するために、命令の構文を検査することが含まれている。コマンド検
証後、プロセス４００は、通信プロキシ２１５が承認検査を実施する状態４２０に進む。
承認検査とは、特定のハードウェアデバイス２１０へのアクセスを要求している、または
ハードウェアコマンドを発行しているクライアント３２０が、それを実際に許可されてい
るか確認する検証手順である。一態様では、承認状態４２０が使用されて、機能構成要素
３０２またはハードウェアデバイス２１０へのクライアントアクセスを制約することによ
って、分散システム内にあるレベルのセキュリティを実施することができる。クライアン
トアクセスは、クライアント３２０が、モニタ３４０内に格納されたリストによって指定
される十分な許可を有するものと認識されるときにだけ許可される。さらに、承認状態４
２０がブロッキング手順の中で使用されて、そのリソースが既に他のクライアント３２０
によって使用されているとき、あるいは他の理由でブロックされているときには、クライ
アントデバイス３２０が特定のハードウェアデバイスまたはリソースにアクセスしないよ
うに保証することができる。
【００８１】
　コマンド検証および認定後、プロセスは、コマンドルックアップ状態４２５に進み、そ
こで、コマンドプロセッサ３５２が、入力コマンドまたは命令に基づいて、起動すべき正
しいハードウェアＡＰＩおよび関連ハードウェアデバイス２１０を決定する。次いで、コ
マンドプロセッサ３５２は、この情報を所望のハードウェアデバイス２１０に結合した適
切なＨＡＬ３５４に送り、そこで命令は、ハードウェアデバイス２１０によって認識され
る適切な形式に変換され、状態４３０において実行される。
【００８２】
　状態４３５において、ハードウェア起動の結果は、モニタ３４０の様々な構成要素を介
して戻され、そこで、それらは図５に関して詳細に説明したように、処理されてパッケー
ジ化される。その後、通信プロキシ３５１が、コマンドまたは命令の結果を、エージェン
ト２１５を介して適切なクライアント３０２に送信する。
【００８３】
　図７は、エージェント２１５を使用してクライアントデバイス３２０およびモニタ３４
０と通信する情報交換プロセスを示す。そのプロセスは、状態５１０から始まり、そこで
分散システムが始動して、エージェント２１５が、そのシステムの構成、および必要な機
能構成要素３０２ごとに使用されるモニタ４３０の場所を識別する。一態様では、関連す
るクレイトまたはハードウェアデバイス２１０へのチャネルマッピングの特徴を含む中央
構成ファイルまたはシステムにアクセスすることによって、システムの構成が決定される
。さらに、エージェント２１５は、クライアントアクセスを提供するためにバインドされ
る専用ポートまたはチャネル１５５を決定するリスニングポートを識別する。中央構成フ
ァイルまたはシステムからこの情報が得られた後は、状態５１５において、エージェント
２１５がリスニングポートにバインドされ、その後、エージェント２１５がアクセスする
ように指定した各モニタ３４０への接続を確立する。
【００８４】
　状態５２０において、エージェント２１５が、通常の情報処理ならびにクライアント３
２０およびモニタ３４０との通信を開始する。エージェント２１５が、接続されたクライ
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アント３２０から命令または情報要求を受信すると、エージェント２１５は、要求の発信
元またはチャネル１５５を記録し、それによって命令の発信源であるクライアント３２０
を識別する。その後、状態５２５において、エージェント２１５は、命令が送られるべき
適切なモニタ３４０を決定する。一態様では、命令を受信するように指定されるモニタ３
４０は、コマンドの発生源である着信チャネル番号を用いて識別される。さらに、要求し
ているクライアント２１５の発信元アドレスは、クライアント３２０とエージェント２１
５との間のデータ送信において、エンコードされていてもよい。発信元アドレスは、クラ
イアント３２０によって解析され、命令の結果を受信するべき適切なエージェント２１５
が決定される。その後、エージェント２１５が命令を適切なモニタ３４０に転送し、そこ
で図６で説明したように命令が処理される。
【００８５】
　状態５３０において、エージェント２１５がモニタ３４０から命令の結果を含む返信を
受信すると、エージェント２１５が、リスニングポートおよび中央構成ファイルによって
決定される適切なクライアント３２０に返信を転送する。したがって、エージェント２１
５は、各クライアント３２０とハードウェアに結合したモニタ３４０との間の中継の働き
をする。
【００８６】
　図８は、分散システムで指揮および監視活動を調整するのに使用されるブレインコント
ローラ２２２の一実施の形態を示す。ブレインコントローラ２２２は、複数の機能構成要
素３０２を１つに集約させて論理メタデバイス６３０を形成するのに有用な追加的な計算
機能を提供する。一態様では、メタデバイス６３０は、所望のタイプのサービスを提供す
るために、複数の機能構成要素３０２間のコラボレーションを必要とする複合機能ドメイ
ンを表わしている。
【００８７】
　ブレインコントローラ２２２は、さらに、ハインドブレイン（hind-brain）６１０とフ
ォアブレイン（fore-brain）６２０とに分けることができる。ハインドブレイン６１０は
、通常、大規模な意志決定または分析的比較の必要のない動作を実行する。例えば、ハイ
ンドブレイン６１０を使用して、複数のシステムまたは機能構成要素３０２に接続し、監
視および／または動作機能などの動作を実行することができる。一態様では、ハインドブ
レイン６１０は、ユーザインターフェース３３０からの直接的なユーザ入力なしに自律的
に機能し、ネットワーク接続またはチャネル１５５を介して１つまたは複数の機能構成要
素３０２と直接相互作用する。ハインドブレイン６１０は、ユーザインターフェース３３
０を介してユーザにその活動のステータスまたは結果を表示するように構成できるが、こ
の機能は、必ずしもハインドブレイン動作に必要ではない。ハインドブレイン６１０は、
さらに、今度は他のエージェント２１５にネットワーク接続されるメタデバイス６３０の
ためのエージェントの働きをすることができ、多くのシステムまたは機能構成要素３０２
を１つに合わせて結合させるための手段を提供する。
【００８８】
　例えば、陽子線治療システムは、分散システム全体にわたって広がる、それぞれがそれ
ぞれのエージェント２１５を備える、複数の別個の機能構成要素３０２を、望ましく監視
するビーム妨害メタデバイスを、実施することができる。ビーム妨害メタデバイスには、
さらに、その時点での粒子線治療デバイスの処置モードについて知ることが必要なことが
ある。さらに、ビーム妨害メタデバイスには、陽子線を受け取るべき処置ステーション１
１５について知ることが必要な場合がある。これらの各情報源から得られた情報を使用し
て、ハインドブレイン６１０が、いつ陽子線を関与させるのが安全か決定する。この処理
が分散システム全体にわたって広がっている複数の機能構成要素３０２の調整を含んでい
るので、単一のＨＡＬ３５４は、通常、この複雑な動作の実行には適しておらず、したが
って同様の機能を達成するには、メタデバイスを使用することが望ましい。
【００８９】
　フォアブレイン６２０は、ハインドブレイン６１０に比べて分析機能が高く、複雑な活



(30) JP 4467237 B2 2010.5.26

10

20

動制御動作の実施を担っている。一態様では、フォアブレイン６２０は、特定の動作を実
行するために、正しいステップが確実に実施されることを保証する動作状態マシンを形成
する。例えば、フォアブレイン６２０は、患者の処置を管理するのに必要なステップの制
御および監視を担うことができる。フォアブレインは、複数のエージェント２１５および
ハインドブレイン６１０と通信し、コマンドを送信し、応答を受信し、これらを基盤ハー
ドウェアデバイス２１０の活動を調整するために使用することによって、このタスクを遂
行する。したがって、フォアブレイン６２０は、様々なサブシステムの活動を誘導して、
分散システムのタスクを整合された方式で実行する。さらに、各フォアブレイン６２０は
、通常、様々なシステム活動を誘導し、必要または要求に応じて応答またはステータス更
新情報を受信するフォアブレイン６２０と相互作用するために使用されるユーザインター
フェース３３０に接続されている。
【００９０】
　上記した発明の説明によって、本発明の新規特徴を示し、記載し、指摘したが、当業者
には、本発明の趣旨から逸脱することなく、図示した装置ならびにその使用の詳細な形態
に、様々な省略、置換、および変更を実施できることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】従来の分散システムのブロック図である。
【図２】陽子線治療システムの一実施の形態を示す図である。
【図３】分散環境で使用される階層型通信システムに関する最上位層の編成の一実施の形
態を示す図である。
【図４】陽子線治療デバイスとの使用に適合した階層型通信システムの一実施の形態を示
す図である。
【図５】階層型通信システムと併せて使用されるモニタの一実施の形態を示す図である。
【図６】モニタによって使用されるコマンドまたは命令プロセスを示す図である。
【図７】階層型通信システム内でエージェントデバイスによって使用される情報交換プロ
セスを示す図である。
【図８】階層型通信システムと併せて使用されるブレインコントローラの一実施の形態を
示す図である。
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